
　短　期　給　付
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Ⅰ　短期給付事務処理要項

　短期給付事務の電算処理等の取扱いについては、下記のとおりとする。

１　給付コードについて

　　給付コードは、別表 P40 のとおりとする。

２　所属所コード及び所在地について

　（１）沖縄県給与ネットワークシステム事務処理要綱の対象である所属所については、所属

　　　コード及び所在地を適用する。

　（２）県立芸術大学、県立看護大学、幼稚園及びこども園等その他の所属所については、別

　 表 P43～47の所属所コード表等とする。

３　給付金の振込金融機関について

　　金融機関は、原則として次のとおりとする。

琉　球　銀　行

沖　縄　銀　行

４　給付金の振込日について

　（１）自動給付するもの

　　　　医療機関等の窓口で受ける現物給付（※）の他、医療機関等が当共済組合に請求す

　　　る診療報酬明細書（レセプト）に基づく、高額療養費・一部負担金払戻金・家族療養

　　　費附加金。(原則として、診療月から約3か月後の末日とする。ただし、その日が祝祭

　　　日及び休日に当たる場合はその前日とする。)

　　　※現物給付・・・組合員証等を医療機関に提示することにより、かかった医療費の一

　　　　　　　　　　部を負担するだけで診療や投薬等の医療行為を受けることができる給

　　　　　　　　　　付や入院時食事療養費等がこれにあたります。

　（２）請求により給付するもの

　　　　上記（１）以外の給付。(原則として受理した月の翌月末日とする。ただし、その日

　　　が祝祭日及び休日に当たる場合はその前日とする。）

金 融 機 関 金融機関コード

0 1 8 7

0 1 8 8
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別表　給付コード表

コード コード

一般組合員 1 1

船員組合員 2 2

男 1 3

女 2 7

昭和 3 8

平成 4 95

令和 5 99

普通 1

特別 2

02

04

10

11

13

コード コード

00 55

01 56

02 57

10 61

11 62

12 63

13 64

14 65

15 66

16 67

17 71

18 72

19 73

20 74

21 75

22 76

23 77

24 81

25 82

26 83

27 84

28 85

29 86

31 87

32 90

33 91

41 92

42 93

43 94

51 95

52 96

53 99

54

任意継続組合員

転出（国の共済）

退職（定年・早期・
　　　自己都合・任
　　　期満了等）

　義姉

　祖母

　妹

　姉

　孫

種別変更

　義祖父

　義弟

続 柄

番号変更

　甥

　伯父・叔父

　曾祖父

　配偶者の孫

　義祖母

再就職

転出（他の共済）

転出（公立共済他支部）

死亡

　義妹

　伯母・叔母

　曾祖母

　曾孫

　義甥

　義伯父・義叔父

　義曾祖父

　子の配偶者

　配偶者の曾孫

　義姪

　義伯母・義叔母

　義曾祖母

　姪

　五女

　六女

　その他

　伯（叔）母の配偶者

　伯（叔）父の配偶者

　曾孫の配偶者

　甥姪の配偶者

　兄弟姉妹の配偶者

　孫の配偶者

　二男

　三男

　四男

　長女

　二女

　三女

　八男

　九男以上

　養子

　五男

区 分

就職
転入（公立共済他支部）

転入（他の共済）

種

別

組
合
員

性
別

資
格
取
得元

号

転入（国の共済）

　長男

続 柄

認
定

　本　人

　夫

区 分

　義兄

　祖父

　弟

　兄

　義母

　七男

　七女

　八女

　九女以上

　四女

01

資
格
喪
失

　養母

　母

　義父

　養父

　父

　六男

　妻

　配偶者の子
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５　短期給付標準処理期間について

（１）組合員の資格に関する事項

　（注）上記期間のうち、所属所が申告書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、

　　　　10日とする。

（２）被扶養者の資格に関する事項

　（注）上記期間のうち、所属所が申告書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、

　　　　10日とする。

（３）給付・支給等に関する事項

傷病手当金の支給 55日

出産手当金の支給 55日

休業手当金の支給 55日

区　　　　分 標準処理期間

組合員資格の取得及び組合員証の交付 30日

船員組合員資格の取得及び組合員証の交付 30日

任意継続組合員資格の取得及び組合員証の交付 30日

任意継続組合員資格の喪失 30日

資格喪失証明の発行 20日

上記証の記載事項の訂正 30日

上記証の亡失等による再交付 30日

区　　　　分 標準処理期間

被扶養者の認定及び被扶養者証の交付 30日

被扶養者の取消 30日

被扶養者証の記載事項の訂正 30日

被扶養者証の亡失等による再交付 30日

区　　　　分 決定期間

療養費の支給 55日

訪問看護療養費・家族訪問看護療養費の支給 55日

移送費・家族移送費の支給 55日

家族療養費の支給 55日

高額療養費の支給 55日

入院時食事療養費の支給 55日

入院時生活療養費の支給 55日

高額介護合算療養費の支給 55日

出産費・家族出産費の支給 55日

埋葬料・家族埋葬料の支給 55日
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　（注）決定期間は、支部において請求書等を受理した月初日から振込手続きが完了するま

　　　　までの期間とする。

（４）その他に関する事項

　（注）上記期間のうち、所属所が申告書等を受理してから関係書類の送付を行う期間は、

　　　　10日とする。

（５）留意事項

標準処理期間には、次の期間は含まれない。

　①適法な申請を前提に定められたものであるので、形式上の不備の是正等を

　　補正する期間

　②適正な申請の処理に際して、審査のため相手方に必要な資料を求める場合

　　にあっては、相手方がその求めに応ずるまでの期間

６　給付台帳・給付金決定通知書について

　　給付金の支給決定後、所属所に給付台帳と給付金決定通知書を送付する。

　　給付台帳・・・・・・・所属所控え用の給付内容一覧

　　給付金決定通知書・・・組合員ごとの給付内容を記載

育児休業手当金の支給 55日

船員組合員の療養の給付 55日

船員組合員の一部負担金の額等の返還 55日

介護休業手当金の支給 55日

弔慰金・家族弔慰金の支給

25日

上記証の記載事項の訂正

55日

災害見舞金の支給 55日

前納された任意継続掛金の還付 55日

区　　　　分 標準処理期間

支払未済の給付請求 25日

レセプトの開示請求 25日

高齢受給者証の交付 25日

標準負担額減額認定証の交付 25日

特定疾病療養受領者証の交付

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

第三者の行為による損害の賠償請求 25日

25日

上記証の亡失等による再交付 25日

25日
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別表　県立大学、幼稚園及びこども園等所属所コード表等

地区は各教育事務所所管区域単位

地区

720233

720012

720021

720039

720047

720055

720136

711218

国

頭

地

区

くにがみこども園

おおぎみこども園

東幼稚園

有銘幼稚園

こども園みらい（今帰仁村）

710785

711013

711111

711129

710696

710700

710718

710726

710769

710777

710637

710645

710653

710661

710670

711021

905-0703

710149

710220

710238

710327

710335

710467

710483

710505

905-0592

905-0503

国頭郡　伊江村 字東江前３６４

沖縄県　国頭郡　伊江村 字平川６００

905-0019

904-1201

904-1201 沖縄県　国頭郡　金武町 字金武４９１－１

沖縄県　名護市 大北４－１９－３２

沖縄県　国頭郡　金武町 金武１０１５４

905-2265

905-2172

沖縄県　名護市 幸喜４-１

沖縄県　名護市 汀間１２２

沖縄県　名護市 字豊原２０８

905-0011

905-0018

905-0021 沖縄県　名護市 字東江１－７－２１

905-0025

沖縄県　名護市 字宮里５－１３－２２

沖縄県　名護市 大西２－２－２２

905-0001

905-0007

沖縄県　名護市 字我部祖河４４０－１

沖縄県　名護市 字安和１７４

沖縄県　名護市 字屋部４７

905-0209

905-1143

905-1147 沖縄県　名護市 田井等６０１－２

905-1155

字北里１２８９

沖縄県　名護市 字真喜屋５７１

905-0411 字天底４２０

905-0211

905-0221

905-0227

沖縄県　国頭郡　本部町 東６５４－１

沖縄県　国頭郡　本部町 字伊豆味１３

所在地

710084

所属所コード所属所名 郵便番号

905-1411 字辺土名１３５０番地沖縄県　国頭郡　国頭村

905-1311

905-1203

天底幼稚園

本部幼稚園

有銘１

沖縄県　国頭郡　今帰仁村 字越地１８０番地

沖縄県　国頭郡　今帰仁村

905-1206

905-0421

安和幼稚園

伊平屋幼稚園

伊豆味幼稚園

瀬底幼稚園

上本部幼稚園

真喜屋幼稚園

羽地幼稚園

稲田幼稚園

710521

屋部幼稚園

大宮幼稚園

名護幼稚園

東江幼稚園

瀬喜田幼稚園

緑風こども園

久辺幼稚園

大北幼稚園

中川幼稚園

金武こども園

伊江幼稚園

西幼稚園

安富祖幼稚園

伊是名幼稚園

喜瀬武原幼稚園

恩納幼稚園

伊波こども園

与那城こども園

山田幼稚園

仲泊幼稚園

石川伊波２８７番地１

沖縄県　うるま市 与那城屋慶名４６８－１

904-0402

904-0403

904-0411

904-0415 沖縄県　国頭郡　恩納村

904-1115 沖縄県　うるま市

904-0416

904-2304

沖縄県　国頭郡　恩納村 字喜瀬武原４５８－１６

沖縄県　国頭郡　恩納村 字恩納６０６９－１

沖縄県　国頭郡　大宜味村 字塩屋１３０６番８７

沖縄県　国頭郡　東村 川田８３７

沖縄県　国頭郡　東村

沖縄県　国頭郡　本部町 字瀬底６９３

沖縄県　国頭郡　本部町

沖縄県　島尻郡　伊平屋村 字我喜屋２１３２－２

沖縄県　国頭郡　恩納村 字安富祖１８７３

字仲泊４３３

沖縄県　国頭郡　恩納村 字山田９９７

711315 905-0603 沖縄県　島尻郡　伊是名村 字仲田１１６２－２

中

頭

地

区
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地区

古堅幼稚園

コザ幼稚園

赤道こども園

渡慶次幼稚園

宜野湾幼稚園

美東幼稚園

901-2212

720497

721086

あげなこども園

諸見幼稚園

喜名幼稚園

中の町幼稚園

北美幼稚園

美里幼稚園

美原幼稚園

泡瀬幼稚園

安慶田幼稚園

比屋根幼稚園

北谷幼稚園

北玉幼稚園

宮里幼稚園

高原幼稚園

室川幼稚園

島袋幼稚園(沖縄市)

浜川幼稚園

嘉数幼稚園

大山幼稚園

志真志幼稚園

大謝名幼稚園

長田幼稚園

720543

720551

720616

720624

720713

720721

720730

720748

720756

720764

720772

720781

720799

720802

720811

720829

720837

720845

721051

720853

720860

720918

720926

720934

720942

山内幼稚園

721019

721027

721035

721043

沖縄県　中頭郡　読谷村

904-2317

中

頭

地

区

904-2204

904-0314

904-0202

904-0203 沖縄県　中頭郡　嘉手納町 字嘉手納３１２

904-0323

904-0302

904-0304

沖縄県　中頭郡　読谷村 字高志保１２９５

904-0001

904-0004

904-0031

沖縄県　沖縄市 字越来１－２－３

沖縄県　沖縄市 中央４－１６－２

沖縄県　沖縄市 上地３－４－２

904-0012

904-0021

904-0023 沖縄県　沖縄市 字久保田２－２１－２

沖縄県　沖縄市 字安慶田２－１８－２

沖縄県　沖縄市 字胡屋２－２－６

904-2164

904-2165

904-2171 沖縄県　沖縄市 高原５－１２－３

904-0034

904-2142

904-2153

沖縄県　沖縄市 山内２－３２－１

904-0013

904-2155

904-2172

沖縄県　沖縄市 字室川２－２４－２

沖縄県　沖縄市 美原４－２０－２

沖縄県　沖縄市 泡瀬２－３３－５

904-2174

904-0035

904-0105 沖縄県　中頭郡　北谷町 字吉原８７５

沖縄県　沖縄市 与儀３７６

沖縄県　沖縄市 南桃原４－１３－２

901-2201

901-2223

901-2207 沖縄県　宜野湾市 神山１丁目１番１号

904-0113

904-0103

901-2202

沖縄県　中頭郡　北谷町 字宮城１－１７２

901-2215

901-2225

901-2211

沖縄県　宜野湾市 字真栄原１－１３－１

沖縄県　宜野湾市 字大謝名５－１２－１

沖縄県　宜野湾市 宜野湾３－５－１

津堅幼稚園

読谷幼稚園

越来幼稚園

嘉手納幼稚園

屋良幼稚園

古堅南幼稚園

720357

904-0326

904-2245

720519

720438

721078

720535

720527

沖縄県　中頭郡　読谷村 字喜名４０１

沖縄県　うるま市 勝連津堅１３２７

字赤道９２１沖縄県　うるま市

字渡慶次３２

沖縄県　うるま市 字西原１２９番地

字宮里３－２７－１

沖縄県　中頭郡　読谷村 字楚辺９９９－１

沖縄県　中頭郡　読谷村 字古堅６１２－１

沖縄県　中頭郡　嘉手納町 屋良１－３１－１

沖縄県　沖縄市 字登川１５１５

沖縄県　宜野湾市 普天間１－１０－１

沖縄県　宜野湾市 新城２－８－１９

沖縄県　沖縄市 字美里４－１－２

沖縄県　沖縄市 桃原３－４－１

沖縄県　沖縄市

大山５－１６－１

沖縄県　中頭郡　北谷町 字桑江５５４－１

沖縄県　宜野湾市 字長田３－１９－１

北谷第二幼稚園

普天間幼稚園

普天間第二幼稚園

沖縄県　宜野湾市

所在地所属所名 所属所コード 郵便番号

721060
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地区

古堅幼稚園

コザ幼稚園

赤道こども園

渡慶次幼稚園

宜野湾幼稚園

美東幼稚園

901-2212

720497

721086

あげなこども園

諸見幼稚園

喜名幼稚園

中の町幼稚園

北美幼稚園

美里幼稚園

美原幼稚園

泡瀬幼稚園

安慶田幼稚園

比屋根幼稚園

北谷幼稚園

北玉幼稚園

宮里幼稚園

高原幼稚園

室川幼稚園

島袋幼稚園(沖縄市)

浜川幼稚園

嘉数幼稚園

大山幼稚園

志真志幼稚園

大謝名幼稚園

長田幼稚園

720543

720551

720616

720624

720713

720721

720730

720748

720756

720764

720772

720781

720799

720802

720811

720829

720837

720845

721051

720853

720860

720918

720926

720934

720942

山内幼稚園

721019

721027

721035

721043

沖縄県　中頭郡　読谷村

904-2317

中

頭

地

区

904-2204

904-0314

904-0202

904-0203 沖縄県　中頭郡　嘉手納町 字嘉手納３１２

904-0323

904-0302

904-0304

沖縄県　中頭郡　読谷村 字高志保１２９５

904-0001

904-0004

904-0031

沖縄県　沖縄市 字越来１－２－３

沖縄県　沖縄市 中央４－１６－２

沖縄県　沖縄市 上地３－４－２

904-0012

904-0021

904-0023 沖縄県　沖縄市 字久保田２－２１－２

沖縄県　沖縄市 字安慶田２－１８－２

沖縄県　沖縄市 字胡屋２－２－６

904-2164

904-2165

904-2171 沖縄県　沖縄市 高原５－１２－３

904-0034

904-2142

904-2153

沖縄県　沖縄市 山内２－３２－１

904-0013

904-2155

904-2172

沖縄県　沖縄市 字室川２－２４－２

沖縄県　沖縄市 美原４－２０－２

沖縄県　沖縄市 泡瀬２－３３－５

904-2174

904-0035

904-0105 沖縄県　中頭郡　北谷町 字吉原８７５

沖縄県　沖縄市 与儀３７６

沖縄県　沖縄市 南桃原４－１３－２

901-2201

901-2223

901-2207 沖縄県　宜野湾市 神山１丁目１番１号

904-0113

904-0103

901-2202

沖縄県　中頭郡　北谷町 字宮城１－１７２

901-2215

901-2225

901-2211

沖縄県　宜野湾市 字真栄原１－１３－１

沖縄県　宜野湾市 字大謝名５－１２－１

沖縄県　宜野湾市 宜野湾３－５－１

津堅幼稚園

読谷幼稚園

越来幼稚園

嘉手納幼稚園

屋良幼稚園

古堅南幼稚園

720357

904-0326

904-2245

720519

720438

721078

720535

720527

沖縄県　中頭郡　読谷村 字喜名４０１

沖縄県　うるま市 勝連津堅１３２７

字赤道９２１沖縄県　うるま市

字渡慶次３２

沖縄県　うるま市 字西原１２９番地

字宮里３－２７－１

沖縄県　中頭郡　読谷村 字楚辺９９９－１

沖縄県　中頭郡　読谷村 字古堅６１２－１

沖縄県　中頭郡　嘉手納町 屋良１－３１－１

沖縄県　沖縄市 字登川１５１５

沖縄県　宜野湾市 普天間１－１０－１

沖縄県　宜野湾市 新城２－８－１９

沖縄県　沖縄市 字美里４－１－２

沖縄県　沖縄市 桃原３－４－１

沖縄県　沖縄市

大山５－１６－１

沖縄県　中頭郡　北谷町 字桑江５５４－１

沖縄県　宜野湾市 字長田３－１９－１

北谷第二幼稚園

普天間幼稚園

普天間第二幼稚園

沖縄県　宜野湾市

所在地所属所名 所属所コード 郵便番号

721060

地区

字喜舎場２５５－１沖縄県　中頭郡　北中城村901-2311北中城幼稚園

はごろも幼稚園

県立芸術大学 082110

西原幼稚園

西原東幼稚園

721329

721337

清水幼稚園

与儀こども園

天妃こども園

開南こども園

宇栄原みらいこども園

浦添こども園

牧港こども園

当山こども園

那覇こども園

仲里幼稚園

内間こども園

久場川みらいこども園

城北こども園

城西こども園

壺屋こども園

真和志こども園

大名こども園

上間こども園

730018

小禄南こども園

天久みらいこども園

730140

730158城南こども園

真嘉比こども園

泊こども園

大道こども園

730475

730514

730620

730174

730182

730212

730263

730271

730379

730387

730166

730069

730077

730484

730433

730085

730298

730124

730131

所在地

中
頭
地
区

730301

730344

903-0111

903-0122

沖縄県　中頭郡　西原町

901-2131 沖縄県　浦添市 牧港２－１４－１

903-0812

901-2103

沖縄県　那覇市 首里当蔵町１－４

903-0807

903-0804 沖縄県　那覇市 首里石嶺町１－１６２

901-2104

901-2121

沖縄県　浦添市 当山２－３４－２

内間４丁目３番１号沖縄県　浦添市

903-0816

903-0814

902-0068

沖縄県　那覇市 首里真和志町１－５

沖縄県　那覇市 首里崎山町４－３５－２

900-0012

902-0066

900-0013 沖縄県　那覇市 牧志３－１４－１２

沖縄県　那覇市 泊２－２３－９

沖縄県　那覇市 大道１４６－１

900-0021

901-0153

903-0802 沖縄県　那覇市 首里大名町１－４９

902-0064

902-0076

900-0033

沖縄県　那覇市 寄宮３－１－１

沖縄県　那覇市 前島１－７－１

902-0077

901-0152

沖縄県　那覇市 長田２－１１－６０

沖縄県　那覇市 小禄４－１４－１

南大東幼稚園

900-0005

900-0016

901-3107 沖縄県　島尻郡　久米島町 謝名堂９７０

沖縄県　那覇市 天久１－４－１

901-3125

901-3806

沖縄県　島尻郡　久米島町

730719

上田こども園

兼城こども園

糸満南こども園

740013

740111

740137

901-0244

郵便番号

901-0314

901-0364 沖縄県　糸満市 潮崎３－１

沖縄県　糸満市 字座波６１１番地の６

北大東島こども園 730816 901-3902 沖縄県　島尻郡　北大東村 字中野１８０

沖縄県　中頭郡　西原町 字安室１２２－１

沖縄県　宜野湾市 大山６－２３－１

字与那城３５３

沖縄県　中頭郡　西原町 字小橋川１２５

沖縄県　浦添市 仲間２－４７－２

沖縄県　那覇市 首里久場川町２－１８－１０

沖縄県　那覇市 真嘉比一丁目18番1号

沖縄県　那覇市 久米１－３－２

沖縄県　那覇市 与儀１－１－１

沖縄県　那覇市 泉崎１－１－５

沖縄県　那覇市 宇栄原４－１７－１０

沖縄県　豊見城市 字宜保１丁目１番地４

字鳥島１９８

沖縄県　島尻郡　南大東村 字池之沢３１７

721094

721116

西原南幼稚園

901-2223

所属所名 所属所コード

沖縄県　那覇市 与儀１－２４－１

903-0113721345

那

覇

地

区

島
尻
地
区

県立看護大学 090115 902-0076
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地区

島

尻

地

区

宮

古

地

区

所在地

ぐしかみこども園

久高幼稚園

真壁こども園

喜屋武こども園

所属所名

西崎こども園

翔南幼稚園

渡嘉敷幼稚園

座間味幼稚園

阿嘉幼稚園

与那原幼稚園

与那原東幼稚園

大里こども園

南風原幼稚園

津嘉山幼稚園

740323

740528

740153

740161

740188

740714

740722

740820

740919

西辺幼稚園

粟国幼稚園

740927

740935

740943

741010

741117

741125

北丘幼稚園

741214

平良第一幼稚園

北幼稚園

久松幼稚園

鏡原幼稚園

狩俣幼稚園

池間幼稚園

南幼稚園

東幼稚園（宮古島市）

西城幼稚園

城辺幼稚園

福嶺幼稚園

砂川幼稚園

下地こども園

上野こども園

佐良浜幼稚園

伊良部こども園

750019

750027

750035

750043

750060

750078

750094

750116

750124

750213

750221

750230

750248

750311

750418

750515

750523

901-0354

901-1301

901-0305

901-0514

所属所コード 郵便番号

字具志頭６６１

901-0336

901-1501

901-1303

沖縄県　南城市 知念字久高４６

沖縄県　糸満市 字真壁１９３２

沖縄県　島尻郡　座間味村 字座間味９４３

901-1117

901-1104

901-1113

901-3402

字津嘉山６８４

字宮平３３６

901-1206

901-1111

沖縄県　南城市

沖縄県　島尻郡　南風原町

沖縄県　島尻郡　南風原町

大里字仲間９１８番地１

字兼城６８４

平良字下里１１４１

沖縄県　島尻郡　南風原町 字喜屋武３８１

901-3702

901-3501

901-3311

沖縄県　島尻郡　渡嘉敷村

906-0002 沖縄県　宮古島市

字渡嘉敷３５５

沖縄県　島尻郡　座間味村

沖縄県　宮古島市 平良字下里３１０７－２

906-0013

906-0012

906-0015

沖縄県　宮古島市

906-0108

沖縄県　島尻郡　八重瀬町

906-0007

沖縄県　宮古島市

沖縄県　宮古島市 平良字西里２１７

906-0103

906-0102

906-0013

906-0005

平良字狩俣１２４２

906-0421

沖縄県　宮古島市

平良字下里１０６８906-0013

伊良部字長浜１３９４906-0506

906-0106

沖縄県　宮古島市

906-0303

906-0202

沖縄県　宮古島市

沖縄県　宮古島市

渡名喜幼稚園 741311 901-3601 沖縄県　島尻郡　渡名喜村 ６３９

沖縄県　糸満市 喜屋武４３３－１

沖縄県　糸満市 西崎２－４－２

906-0501

沖縄県　島尻郡　与那原町 字与那原７２０

沖縄県　島尻郡　与那原町 字板良敷２１

沖縄県　宮古島市

沖縄県　島尻郡　粟国村 字東１３２３

字阿嘉３１６

沖縄県　島尻郡　南風原町

多良間幼稚園 750612 906-0602 沖縄県　宮古郡　多良間村 字仲筋１０８

下地字洲鎌３０９－４

沖縄県　宮古島市

沖縄県　宮古島市 平良字西原１０８１

沖縄県　宮古島市 平良字東仲宗根６９８

沖縄県　宮古島市 城辺字西里添１０４８

平良字池間８８７

平良字久貝９３３

城辺字福里８７８－１

沖縄県　宮古島市 上野字新里５０６

沖縄県　宮古島市 伊良部字前里添７１７

城辺字砂川６０５

城辺字新城４４８

沖縄県　宮古島市
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地区

島

尻

地

区

宮

古

地

区

所在地

ぐしかみこども園

久高幼稚園

真壁こども園

喜屋武こども園

所属所名

西崎こども園

翔南幼稚園

渡嘉敷幼稚園

座間味幼稚園

阿嘉幼稚園

与那原幼稚園

与那原東幼稚園

大里こども園

南風原幼稚園

津嘉山幼稚園

740323

740528

740153

740161

740188

740714

740722

740820

740919

西辺幼稚園

粟国幼稚園

740927

740935

740943

741010

741117

741125

北丘幼稚園

741214

平良第一幼稚園

北幼稚園

久松幼稚園

鏡原幼稚園

狩俣幼稚園

池間幼稚園

南幼稚園

東幼稚園（宮古島市）

西城幼稚園

城辺幼稚園

福嶺幼稚園

砂川幼稚園

下地こども園

上野こども園

佐良浜幼稚園

伊良部こども園

750019

750027

750035

750043

750060

750078

750094

750116

750124

750213

750221

750230

750248

750311

750418

750515

750523

901-0354

901-1301

901-0305

901-0514

所属所コード 郵便番号

字具志頭６６１

901-0336

901-1501

901-1303

沖縄県　南城市 知念字久高４６

沖縄県　糸満市 字真壁１９３２

沖縄県　島尻郡　座間味村 字座間味９４３

901-1117

901-1104

901-1113

901-3402

字津嘉山６８４

字宮平３３６

901-1206

901-1111

沖縄県　南城市

沖縄県　島尻郡　南風原町

沖縄県　島尻郡　南風原町

大里字仲間９１８番地１

字兼城６８４

平良字下里１１４１

沖縄県　島尻郡　南風原町 字喜屋武３８１

901-3702

901-3501

901-3311

沖縄県　島尻郡　渡嘉敷村

906-0002 沖縄県　宮古島市

字渡嘉敷３５５

沖縄県　島尻郡　座間味村

沖縄県　宮古島市 平良字下里３１０７－２

906-0013

906-0012

906-0015

沖縄県　宮古島市

906-0108

沖縄県　島尻郡　八重瀬町

906-0007

沖縄県　宮古島市

沖縄県　宮古島市 平良字西里２１７

906-0103

906-0102

906-0013

906-0005

平良字狩俣１２４２

906-0421

沖縄県　宮古島市

平良字下里１０６８906-0013

伊良部字長浜１３９４906-0506

906-0106

沖縄県　宮古島市

906-0303

906-0202

沖縄県　宮古島市

沖縄県　宮古島市

渡名喜幼稚園 741311 901-3601 沖縄県　島尻郡　渡名喜村 ６３９

沖縄県　糸満市 喜屋武４３３－１

沖縄県　糸満市 西崎２－４－２

906-0501

沖縄県　島尻郡　与那原町 字与那原７２０

沖縄県　島尻郡　与那原町 字板良敷２１

沖縄県　宮古島市

沖縄県　島尻郡　粟国村 字東１３２３

字阿嘉３１６

沖縄県　島尻郡　南風原町

多良間幼稚園 750612 906-0602 沖縄県　宮古郡　多良間村 字仲筋１０８

下地字洲鎌３０９－４

沖縄県　宮古島市

沖縄県　宮古島市 平良字西原１０８１

沖縄県　宮古島市 平良字東仲宗根６９８

沖縄県　宮古島市 城辺字西里添１０４８

平良字池間８８７

平良字久貝９３３

城辺字福里８７８－１

沖縄県　宮古島市 上野字新里５０６

沖縄県　宮古島市 伊良部字前里添７１７

城辺字砂川６０５

城辺字新城４４８

沖縄県　宮古島市

地区

そ
の
他

おおはまこども園

かわはら幼稚園

700011 900-8571 沖縄県　那覇市 泉崎１－２－２

あまかわ幼稚園

おおかわ幼稚園

なぐら幼稚園

あらかわこども園

まきらこども園

へいしんこども園

所属所コード

八

重

山

地

区

がびらこども園

みやまえ幼稚園

みやとり幼稚園

やえやま幼稚園

みやなが幼稚園

所属所名

しらほ幼稚園

いのだ幼稚園

あかし幼稚園

ひらくぼ幼稚園

のそこ幼稚園

おおはら幼稚園

うえはら幼稚園

はてるま幼稚園

よなぐに幼稚園

くぶら幼稚園

沖縄支部

760005

760006

760007

760057

760001

760002

760065

760072

760090

760103

760003

760004

760111

760146

760154

760162

760171

760189

760324

760341

760413

760511

760529

907-0453

907-0024

郵便番号 所在地

沖縄県　石垣市 字川平８３１番地１

沖縄県　石垣市 字新川２８２

沖縄県　石垣市 字石垣２０７

907-0004

907-0243

907-0011 沖縄県　石垣市 字八島町２－３

907-0023

907-0022

907-0021

907-0014

沖縄県　石垣市 字大川１００

沖縄県　石垣市 字名蔵２４３

沖縄県　石垣市 新栄町７４番地

907-0024

907-0003

907-0001 沖縄県　石垣市 字大浜１８２

907-0001

沖縄県　石垣市 字新川２３５７－１

沖縄県　石垣市 平得１７４番地３

907-0242

907-0241

沖縄県　石垣市 字大浜２０６４

沖縄県　石垣市 字白保７３

沖縄県　石垣市 字桃里１６８－５６

907-0332

907-0331

907-0333 沖縄県　石垣市 字野底１３８

907-1434

907-1541

907-1751

沖縄県　八重山郡　竹富町 字南風見２０１－８

沖縄県　八重山郡　竹富町 字上原３８３

字波照間８

907-1801

907-1801

ひがわ幼稚園 760537 907-1801 沖縄県　八重山郡　与那国町 字与那国３０３１

沖縄県　石垣市 字伊原間２４９－１７

沖縄県　石垣市 字平久保７７

沖縄県　八重山郡　竹富町

沖縄県　八重山郡　与那国町 字与那国１０２５

沖縄県　八重山郡　与那国町 字与那国４０２２

沖縄県　石垣市 字登野城１５２

沖縄県　石垣市 字宮良３３１－１
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　　Ⅱ　組　 合　 員

　組合は、職員をもって組織し、職員となった者は、その職員となった日から組合員の資格を取得

し、死亡又は退職をしたときはその翌日から組合員の資格を喪失することとされているので、職員

の範囲がそのまま組合員の範囲となっている。

　制度創設時から、常時勤務に服することを要する地方公務員及びその勤務形態に準ずる者が職員

とされてきたが、令和４年10月１日に短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が

行われ、常時勤務に服することを要さない地方公務員であっても、資格取得要件を満たせば短期組

合員又は船員短期組合員として資格取得することとなった。

  なお、組合員番号については、県費負担職員は県で付番された職員番号を利用し、市町村費負担

職員は当支部で付番する。

※ 法・・・・・・・・・・・地方公務員等共済組合法

施 行 令・・・・・・・・地方公務員等共済組合法施行令

運 用 方 針 法・・・・・地方公務員等共済組合法運用方針

定 款 ・・・・・・・・・公立学校共済組合定款

１　職　員

　職員には以下に掲げる者が含まれる。ただし、（２）及び（３）に掲げる者については、２か月

を超える期間を定めて使用される者並びに２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該

定めた期間を超えて使用されることが見込まれるもの及び当該定めた期間を超えて引き続き使用さ

れるに至ったものに限る。

（１）常時勤務に服することを要する者（（３）に掲げる者を除く。）

（２）常時勤務に服することを要しない者で、次に掲げるもの。ただし、国の組合の組合員又は私

　　学共済制度の加入者である者を除く。　

　ア　常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時

　　勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを

　　要するとされているもの。

　イ　アに掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その１週間の所定

　　勤務時間及び１月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定

　　められている１週間の勤務時間及び１月間の勤務日数の４分の３以上であるもの。

　ウ　ア、イに掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、次のいずれに

　　も該当するもの。

（ア）１週間の所定勤務時間が20時間以上であること

（イ）報酬月額（最低賃金法第４条第３項各号に掲げる賃金に相当するものとして総務省令で

　　　定めるものを除く。）について、標準報酬の資格取得時決定の例（法代43条第８項及び

　　　施行令第22条の規定の例）により算定した額が88,000円以上であること。

（ウ）学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他

　　　の総務省令で定める者（※）でないこと。

　　　※「総務省令で定める者」は、健康保険法第３条第１項第９号ハに規定する厚生労働省

　　　　令で定める者とされており、この厚生労働省令とは、健康保険法施行規則第23条の６

　　　　の規定のことをいう。

（３）臨時的任用職員並びに任期付職員及び再任用職員。

　　（ 法第２条第１項第１号、施行令第２条、運用方針法第２条関係）
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２　公立学校共済組合の組合員の範囲

（１）公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関の職員

（２）継続長期組合員

（３）組合役職員

（４）職員引継一般地方独立行政法人である公立大学法人の役職員

（５）職員引継等合併一般地方独立行政法人である公立大学法人の役職員

（６）任意継続組合員

 （法第３条、第140条、第141条、第144条の2、附則第31条、定款第21条、定款附則第６項）

　ア　地方公共団体（都道府県、市町村及び特別区等）が設置する新幼保連携型認定こども園

　　に勤務する園長、副園長、教頭、保育教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員等の職員は、

　　地方公務員等共済組合法第3条第1項第2号に規定する「公立学校の職員」に該当すること

　　になり、基本的には公立学校共済組合に加入することになる。（H26.7.8　公官総21の31）

　　イ　教育委員会任命による市職員である学校用務員又は学校給食調理員は、次に掲げ　イ　教育委員会任命による市職員である学校用務員又は学校給食調理員は、次に掲げるとこ

　　　るところの組合の組合員となる。　　ろの組合の組合員となる。（S46.3.30　公官総32）

　○　兼務することの辞令が出されている場合は、当該市の職員が組織する組合に帰属する。

　　　する。　　（辞　令）○○市教育委員会作業員に任命する。

　　（辞　令）　　　　　　　教職員課用務員（又は給食調理員）を命ずる。

　　　　　　　兼ねて○○市立小学校用務員（又は○○市立小学校給食調理員）を命ずる。

　○　公立学校共済組合に帰属する。

　　（辞　令）　　（辞　令）○○市教育委員会作業員を命ずる。

　　　○○市教育委員会作業員を命ずる。　　　　　　　○○市立小学校用務員（又は○○小学校給食調理員）を命ずる。
　　　　　　
　ウ　昭和45年行政実例は、辞令で明らかに「兼務」であることが示された場合を例として

　 いるが、組合員資格を有する非常勤職員に対して、辞令が発出されていない場合の昭和

　 45年行政実例の取扱いについては、１から３までに掲げるとおりと解される。

　  なお、１から３までに掲げる解釈は組合員資格を取得した場合の所属組合の取扱いにつ

　 いて整理をするものである。（R4.1.31　事務連絡）

　・昭和45年行政実例の趣旨から、雇用通知の形式・職種・任命権者を問わず、その者の勤務

　　先・勤務の内容から「公立学校の職員」として雇用されている場合（複数校勤務の場合を

　　含む。）は、公立学校共済組合の職員となり、「市町村教育委員会又は市町村の職員とし

　　て雇用されている場合は、市町村職員共済組合の職員となる。

　　　なお、「公立学校の職員」及び「市町村教育委員会又は市町村の職員」の両方として雇

　　用されている場合は、原則として、市町村職員共済組合の職員となる。

　・上記の職員の種別の判断は、同じ所属所で勤務する常勤職員や常勤的非常勤職員の取扱い

　　との均衡を考慮した上で、任命権者（市町村教育委員会又は市町村）において行うものと

　　する。

　エ　学校給食共同調理場（学校給食センター）が、学校施設の一部として学校に付置された

　　ものでない場合には、当該共同調理場は、都道府県教育委員会の所管に属する教育機関で

　　はないので、その施設に勤務する給食調理員等は、公立学校共済組合の組合員に該当しな

　　い。（S39.9.9　公官総637）
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３　公立学校共済組合の組合員の種別

（注１）　会計年度任用職員（フルタイム）が一般組合員になる場合

　会計年度任用職員（フルタイム）は次のアからウの要件を満たした翌月１日から公立学校共済組合の

短期組合員から一般組合員に種別変更することとなる。

ア 任用が事実上継続していると認められる。

イ 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が

　 18日以上ある月（※１、※２）が、引き続いて12月を超えるに至った。

ウ その超えるに至った日以降、引き続き当該勤務時間により勤務することを要するとされている。

※１ １月間の日数（地方自治法第４条の２第１項の規定に基づく条例で定める日（週休日、祝日、年末年始

　　等、条例で定める地方公共団体の休日）の日数は算入しない。）が20日に満たない日数の場合にあって

　　は、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。）以上であるものとする。

※２ 勤務日数には、人事院規則15-15第３条及び第４条（労働基準法第39条に準じた年次有給休暇、その他公

　　民権の行使等）の規定に相当する人事委員会規則等の規定により休暇を与えられた時間及び日数を含み、

　　地方自治法第４条の２第１項の規定に基づく条例で定める日（実際に勤務した日及び休暇を与えられた日

　　を除く。）を含まないものとする。

⑤臨時的任用職員

⑥会計年度任用職員
（フルタイム）
※上記④を除く

継続長期
組合員

任意継続
組合員

組合員種別

一般組合員

任用形態

④会計年度任用職員
　（フルタイム）

③任期付職員

②再任用職員
　（フルタイム）

①本務職員 　なし

資格取得要件

船員
一般組合員

船員
短期組合員

　法第144条の２第１項の規定により引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用
　することができる組合員

　法第140条の規定により引き続き長期給付に関する規定の適用を受ける組合員

　上記短期組合員の資格取得要件を満たす者のうち、船員保険法第２条の規定による
　船員保険の被保険者である者

　上記一般組合員の資格取得要件を満たす者のうち、船員保険法第２条の規定による
　船員保険の被保険者である者

短期組合員
⑦会計年度任用職員
　（パートタイム）

  次のいずれかに該当する者。
　ア ２か月を超える期間を定めて使用される者。
　イ ２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を
　　 超えて使用されることが見込まれる者。
　ウ ２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を
　 　超えて引き続き使用されるに至った者。

　　常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務
  時間以上勤務した日が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超え
  るに至った日以後引き続き当該勤務　時間により勤務することを要するこ
  ととされている者。（下記（注１）参照。）

  次のいずれかに該当する者。
　ア ２か月を超える期間を定めて使用される者。
　イ ２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を
　　 超えて使用されることが見込まれる者。
　ウ ２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を
　 　超えて引き続き使用されるに至った者。

⑧再任用職員
　（ショート）
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３　組合員に関する申告書類

（１）資格取得

　ア　対象

（ア）就職・再就職した場合

　　・初めて当支部の組合員になる方

　　・当支部組合員加入歴があり空白期間（人事発令がない期間をいう。以下同じ。）を挟ん

　　　で再就職した方

　　　※１　臨時的任用職員等だった方が、退職後、１日でも空白期間を挟んで再度任用又は

　　　　　　本務職員として採用された場合は、再就職に該当します。

　　　※２　上記※１に該当する場合であっても、任用期間が事実上引き続くことを証明する

　　　　　　任命権者の申立て（任意様式）又はそれに準ずるものを添付する場合は以下に

　　　　　　該当します。

　　　　　　ａ 臨時的任用職員から本務職員となった方

　 　　　　　　下記（ウ）種別変更に該当。

　　　　　　ｂ 臨時的任用職員（県費）から臨時的任用職員（県費）となった方

 　　　　　　　P53（３）職員番号変更報告（県費負担臨時的任用職員）に該当。

（イ）転入した場合（他の共済組合や公立学校共済組合他支部から転入した方）

（ウ）種別変更（短期組合員から一般組合員、一般組合員から短期組合員となる方）

　　　※１　臨任だった方が、退職後、空白期間なく本務職員として採用された場合はこちら

　　　　　　に該当します。（所属所や職名に変更があった場合でも、任用（採用）期間が引

　　　　　　き続いていればこちらに該当します。）

　　　※２　会計年度（フルタイム）の方は、任用開始時点では短期組合員ですが、一般組合

　　　　　　員となる要件を満たした翌月１日に、一般組合員に種別変更となります。（詳細

　　　　　　はP57「【参考】Ｑ５　短期組合員（会計年度フルタイム）が一般組合員と

　　　　　　なる場合」参照。）

（エ）再任用等に伴う番号変更

　 　 （臨時的任用職員（県費）から臨時的任用職員（県費）となった場合を除く）

　　・任用形態の変更があったが、種別（一般、短期）に変更が生じない方。

　　　【例】本務職員→再任用フルタイム、会計年度（ショート）⇔臨任等。

　イ　提出書類

① 組合員申告書 （資格取得届） Ｐ115-116

② 辞令（人事異動通知書）の写し

（人事異動通知書の交付がない場合は発令通知書の写し）

③ 住民票抄本又は住民票謄本（いずれもコピー可）

【短期組合員の場合】

④ 労働条件通知書等の写し

【公立学校共済組合他支部からの転入者】

⑤ 異動前の組合員証等（他支部発行の証）の返却

必
須

事 由 提 出 (返 却) す る も の

全対象者

 （イ）転入

３　公立学校共済組合の組合員の種別

（注１）　会計年度任用職員（フルタイム）が一般組合員になる場合

　会計年度任用職員（フルタイム）は次のアからウの要件を満たした翌月１日から公立学校共済組合の

短期組合員から一般組合員に種別変更することとなる。

ア 任用が事実上継続していると認められる。

イ 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が

　 18日以上ある月（※１、※２）が、引き続いて12月を超えるに至った。

ウ その超えるに至った日以降、引き続き当該勤務時間により勤務することを要するとされている。

※１ １月間の日数（地方自治法第４条の２第１項の規定に基づく条例で定める日（週休日、祝日、年末年始

　　等、条例で定める地方公共団体の休日）の日数は算入しない。）が20日に満たない日数の場合にあって

　　は、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。）以上であるものとする。

※２ 勤務日数には、人事院規則15-15第３条及び第４条（労働基準法第39条に準じた年次有給休暇、その他公

　　民権の行使等）の規定に相当する人事委員会規則等の規定により休暇を与えられた時間及び日数を含み、

　　地方自治法第４条の２第１項の規定に基づく条例で定める日（実際に勤務した日及び休暇を与えられた日

　　を除く。）を含まないものとする。

⑤臨時的任用職員

⑥会計年度任用職員
（フルタイム）
※上記④を除く

継続長期
組合員

任意継続
組合員

組合員種別

一般組合員

任用形態

④会計年度任用職員
　（フルタイム）

③任期付職員

②再任用職員
　（フルタイム）

①本務職員 　なし

資格取得要件

船員
一般組合員

船員
短期組合員

　法第144条の２第１項の規定により引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用
　することができる組合員

　法第140条の規定により引き続き長期給付に関する規定の適用を受ける組合員

　上記短期組合員の資格取得要件を満たす者のうち、船員保険法第２条の規定による
　船員保険の被保険者である者

　上記一般組合員の資格取得要件を満たす者のうち、船員保険法第２条の規定による
　船員保険の被保険者である者

短期組合員
⑦会計年度任用職員
　（パートタイム）

  次のいずれかに該当する者。
　ア ２か月を超える期間を定めて使用される者。
　イ ２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を
　　 超えて使用されることが見込まれる者。
　ウ ２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を
　 　超えて引き続き使用されるに至った者。

　　常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務
  時間以上勤務した日が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超え
  るに至った日以後引き続き当該勤務　時間により勤務することを要するこ
  ととされている者。（下記（注１）参照。）

  次のいずれかに該当する者。
　ア ２か月を超える期間を定めて使用される者。
　イ ２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を
　　 超えて使用されることが見込まれる者。
　ウ ２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を
　 　超えて引き続き使用されるに至った者。

⑧再任用職員
　（ショート）
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【再任用ショートを除く職員番号変更者】

⑥ 今回の辞令（上記②）の直前の辞令の写し

※前回の任用期間と今回の任用期間が引き続いていることが確認

　できるもの。

⑦ 組合員証等（旧組合員番号で発行されたもの）の返却

【退職後、空白期間を挟んで採用・任用された場合】

⑧ 任用期間が事実上引き続くことを証明する任命権者の

　申立て（任意様式）又はそれに準ずるもの

【会計年度任用職員（フルタイム）が一般組合員となる場合】

下記ア又はイのいずれか

⑨ ア： 職員調書（Ｐ205）、履歴書（任命権者の証明があるもの）

　  イ：これまでの辞令の写し、勤務状況報告書、給与支給調書

⑩ 組合員証等（旧組合員番号で発行されたもの）の返却

【再任用フルタイムを除く職員番号変更者】

⑪ 今回の辞令（上記②）の直前の辞令の写し

※前回の任用期間と今回の任用期間が引き続いていることが確認

　できるもの。

【退職後、空白期間を挟んで採用・任用された場合】

⑫ 任用期間が事実上引き続くことを証明する任命権者の

　申立て（任意様式）又はそれに準ずるもの

該
当
す
る
場
合

 （ウ）種別変更

 （エ）再任用等に伴う番号変更
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（２）資格喪失

　ア　対象

（ア）退職した場合（退職後、任意継続に加入する場合を含む。）

　　　※退職した場合のうち、以下のaからｃに該当する場合は、退職後も組合員期間が継続する

　　　　ため資格喪失手続き不要です。

　　　ａ  下記（３）職員番号変更報告（県費負担臨時的任用職員）に該当する場合

　　　ｂ　退職後、空白期間なく当支部の組合員資格要件を満たす場合

　　　 　（P51（１）資格取得（ウ）種別変更又は（エ）再任用等に伴う番号変更に該当。）

　　　ｃ　退職後、空白期間を挟んで当支部の組合員資格要件を満たす方で、任用期間が事実上

　　　　　引き続くことを証明する任命権者の申立て（任意様式）またはそれに準ずるものが任

　　　　　命権者から発行された場合

　　　 　（P51（１）資格取得（ウ）種別変更又は（エ）再任用等に伴う番号変更に該当。）

（イ）会計年度任用職員等が雇用条件変更等により資格要件を満たさなくなった場合

（ウ）転出した場合（他の共済組合や公立学校共済組合他支部へ転出する方。）

　イ　提出書類

① 組合員異動報告書 （喪失用） Ｐ120

※資格喪失日は退職日等の翌日です。

② 組合員証等の返却

組合員証、組合員被扶養者証、限度額適用認定証、

高齢受給者証等のうち交付を受けているもの

　　※1 　公立学校共済組合他支部への転出者は異動後の

　　　 　 　所属へ返却

　　※2　紛失した場合は紛失届（P130）を提出。

（３）職員番号変更報告（県費負担臨時的任用職員）

　ア　対象

（ア）臨時的任用職員（県費）が、退職後、空白期間なく臨時的任用職員（県費）として

任用された場合。

（イ）臨時的任用職員（県費）が、退職後、空白期間を挟んで臨時的任用職員（県費）と

して任用されたが、任用期間が事実上引き続くことを証明する任命権者の申立て

（任意様式）またはそれに準ずるものを添付する場合。

　イ　提出書類

① 職員番号変更報告書 （県費負担臨時的任用職員） Ｐ117

② 今回の辞令（人事異動通知書）の写し

③ 直前の辞令（人事異動通知書）の写し

④ 任用期間が事実上引き続くことを証明する任命権

　 者の申立て（任意様式）又はそれに準ずるもの

必
須

全対象者

必
須

事 由 提 出 (返 却) す る も の

事 由 提 出 (返 却) す る も の

 （イ）空白期間を挟んで任用された場合
該
当
す
る
場
合

全対象者
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（４）所属所間異動等

　ア　対象

（ア）人事異動があった場合

（イ）休職を取得した場合又は復職した場合（産前産後休暇、育児休業、介護休業除く。）

　　　（休職とは、地方公務員法第28条第２項及び第３項並びに沖縄県職員の分限に関する条例

　　　　第２条第１項及び第２項に該当するものをいう。（市町村等が給与を負担する組合員に

　　　　ついては、各市町村等の条例等による。）

（ウ）停職の処分を受けた場合

（エ）外国の地方公共団体の機関等に派遣された場合又は復帰した場合

　　　（外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第

　　　　２条第１項又は第４条の規定により派遣されたとき又は復帰したとき。）

（オ）公益的法人等へ派遣された場合又は復帰した場合

　　　（公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第２条第１項又は第５条の

　　　　規定により派遣されたとき又は復帰したとき。）

　イ　提出書類

① 組合員異動報告書（所属所間異動等） P119

（５）記載事項変更

　ア　対象

（ア）住所変更（住民票上の住所に変更があった場合）

（イ）氏名変更等

（ウ）指定口座変更

　イ　提出書類 ：情報連携で省略可能な書類。

① 記載事項等変更申告書 P131

【国内から国内、国外から国内の住所変更】

② 住民票抄本または住民票謄本（いずれもコピー可）

　（転入年月日が記載されているもの）

【国内から国外への住所変更】

③ 住民票除票（コピー可）

　（国外転出年月日が記載されているもの）

④ 海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し

⑤ 組合員証等の返却

⑥ 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票謄本又は住民票抄本

　　（いずれもコピー可）

事 由 提 出 (返 却) す る も の

 （イ）休職、復職

 （ウ）停職
②  辞令（人事異動通知書）の写し　

提 出 (返 却) す る も の

 （ア）住所変更

全対象者

 （エ）海外派遣、復帰

 （オ）公益的法人等派遣、復帰

事 由

該
当
す
る
場
合

全対象者

必
須

該
当
す
る
場
合

必
須

 （イ）氏名変更等

情

情

情



－ 55－

（６）組合員証等の再交付申請

　ア　対象

組合員証等の紛失又は損傷により再交付が必要なとき

　イ　提出書類

①再交付申請書 P129

【損傷の場合】

②組合員証等の返却

（７）組合員証等の紛失

　ア　対象

資格喪失又は有効期限切れとなった組合員証等を紛失により返却出来ないとき

　イ　提出書類

①紛失届 P130

　Ｑ１　本務職員だった方が、退職後、空白期間なく再任用職員となる場合

　【例】３月31日までＡ学校で本務職員→同年４月１日からＢ学校で再任用職員

　Ａ１　

【パターン１】　再任用（ショート）の場合

（１）旧所属所から提出する書類

　　　なし。（組合員期間継続となるため、組合員異動報告書（喪失用）の提出不要。）

（２）新所属所から提出する書類

手続き 提出書類

資格取得 P51（１）資格取得 ア 対象 （ウ）種別変更を参照。

【パターン２】　再任用（フルタイム）の場合

（１）旧所属所から提出する書類

　　　なし。（組合員期間継続となるため、組合員異動報告書（喪失用）の提出不要。）

（２）新所属所から提出する書類

手続き 提出書類

資格取得 P51（１）資格取得 ア 対象 （エ）再任用等に伴う番号変更を参照。

　Ｑ２　臨時的任用職員だった方が、退職後、空白期間なく本務職員として採用された場合

　【例】３月31日までＡ学校で臨任→同年４月１日からＢ学校で本務職員

　Ａ２　

（１）旧所属所から提出する書類

　　　なし。（組合員期間継続となるため、組合員異動報告書（喪失用）の提出不要。）

（２）新所属所から提出する書類

手続き 提出書類

資格取得 P51（１）資格取得 ア 対象 （ウ）種別変更を参照。

必
須

提 出 (返 却) す る も の事 由

必
須

提 出 す る も の

【参考】

全対象者

全対象者

事 由
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　Ｑ３　臨時的任用職員（県費）だった方が、空白期間なく臨時的任用職員（県費）として

　　任用され、職員番号に変更があった場合。

　【例】３月31日までＡ学校で臨任（県費）教諭→同年４月１日からＡ学校で臨任（県費）教諭

　　　　３月31日までＡ学校で臨任（県費）助教諭→同年４月１日からＢ学校で臨任（県費）教諭

　Ａ３

（１）旧所属所から提出する書類

　　　なし。（組合員期間継続となるため、組合員異動報告書（喪失用）の提出不要。）

（２）新所属所から提出する書類

手続き

職員番号 P53（３）職員番号変更報告（県費負担臨時的任用職員）　ア 対象

変更報告 （ア）を参照。

　Ｑ４　臨時的任用職員（県費）が、退職後、空白期間を挟んで臨時的任用職員（県費）として

　　任用された場合。

　【例】３月31日までＡ学校で臨任（県費）教諭→同年４月２日からＡ学校で臨任（県費）教諭

　　　　３月31日までＡ学校で臨任（県費）助教諭→同年４月２日からＢ学校で臨任（県費）教諭

　Ａ４

【パターン１】

任用期間が事実上引き続くことを証明する任命権者の申立てがある場合

（１）旧所属所から提出する書類

　　　なし。（組合員期間継続となるため、組合員異動報告書（喪失用）の提出不要。）

（２）新所属所から提出する書類

手続き

職員番号 P53（３）職員番号変更報告（県費負担臨時的任用職員）　ア 対象

変更報告 （イ）を参照。

【パターン２】

任用期間が事実上引き続くことを証明する任命権者の申立てがない場合

（１）旧所属所から提出する書類

手続き

資格喪失 P53（２）資格喪失　ア 対象　（ア）退職した場合を参照。

（２）新所属所から提出する書類

手続き

資格取得 P51（１）資格取得 ア 対象 （ア）就職・再就職を参照。

提出書類

提出書類

提出書類

提出書類
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　Ｑ５　短期組合員（会計年度フルタイム）が一般組合員となる場合

　満たすべき要件についてはP50(注1)会計年度任用職員(フルタイム)が一般組合員になる場合

を確認。

上記例においてR4.4月からR5.3月まで毎月18日以上勤務した日がある場合、一般組合員への

種別変更はR5.4.1（要件を満たした翌月1日）となる。（R4.4月について、4月3日からの任用

であっても勤務した日が18日以上あれば引き続く12月に含む。）

　Ａ５

手続き

資格取得 P51（１）資格取得 ア 対象 （ウ）種別変更を参照。

※⑨職員調書、履歴書（任命権者の証明があるもの）又は

　これまでの辞令の写し、勤務状況報告書、給与支給調書を添付。

種別変更

提出書類

会計年度任用職員

（フルタイム） （フルタイム）

短期組合員 短期組合員

【例】
R4.4.3～R5.3.31 R5.4.1～R5.9.30

発令（1回目） 発令（2回目）

会計年度任用職員
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４　組合員及び被扶養者に係る個人番号の収集について

　平成２８年１月から社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が始まり、公立学校共済組合に

おいても法令に基づき、短期給付（医療保険）等の事務を行う際に、組合員及び被扶養者の個人番

号を収集・利用することができることとされている。

（１）個人番号の収集方法（当支部から提供依頼がない方について個人番号報告書は提出不要。）

　新たに組合員及び被扶養者になられた方の個人番号は、①地方公共団体情報システム機構（以下

「J-LIS」という。）から基本４情報（氏名、生年月日、性別、住所）を用いて収集又は②県費負

担職員（個人番号を県へ提供している者に限る。）は県から収集する。

　なお、住所情報の不一致等で、J-LIS又は県から個人情報を収集できない場合は、当支部から各

所属所長あてに提供依頼を行い、③組合員及び被扶養者から収集する。

＜ 個人番号報告書提出方法の留意点 ＞

　①　取得

　　　個人番号の提供を受ける際には、対面により「番号確認書類」及び「身元確認書類（雇

　　用関係にある等により、本人であることが明らかな場合は省略可。）を提示させて「本人

　　確認」を行う。なお、被扶養者の個人番号の提供を受ける際は、組合員本人が本人確認を

　　行うため、書類の提示は不要。

　※　番号確認書類　(対面により確認の場合は、次のいずれか1つの書類を提示でよい。)

　 (1)個人番号カード(裏面写し) (2)個人番号が記載された住民票の写し

　ア　組合員から郵送により個人番号の提供を受ける際は、所属所の事務取扱担当者宛て郵送

　　することとし、他者の目に触れないようにすること。

　イ　組合員等から個人番号の変更の申し出があった場合は、再度「個人番号報告書」を配付

　　し収集すること。

　ウ　組合員から個人番号の提供が受けられない場合は、法令で定められた義務であることを

　　説明し、提供を求めること。それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた年月日、

　　経緯、方法及び内容等を記録し、所属で保管すること。（任意様式）

　　なお、支部より提供を求めた記録の写しの提出を求めることがある。

　②　保管・廃棄

　ア　個人番号をその内容に含む個人情報（以下「特定個人情報」という。）が記載されてい

　　る書類は、支部へ書類提出までの間、施錠できるキャビネット・書庫等に保管すること。

　イ　支部への書類提出後は、特定個人情報を内容に含む書類の写しを保管しないこと。

　ウ　組合員から提出された「個人番号報告書」等を取得保存、廃棄又は提出した場合は、県

　　及び各市町村教育委員会が規定する取扱記録簿に記載し、適切に管理すること。

　③　提出

　ア　「個人番号報告書」は、公立学校共済組合沖縄支部資格担当宛に親展で提出することと

　　別封筒とすること。必ずしも別送する必要はない。

　イ　「個人番号報告書」を支部へ郵送の際は、追跡可能な移送手段の利用等が望ましい。

（２）情報連携について

　平成３０年7月から短期給付（医療保険）に係る事務において、個人番号を利用した情報連

携が始まった。地方公共団体や他の医療保険者は、当共済組合の組合員や被扶養者の資格情報

や一部の給付情報等を照会できることとなり、地方公共団体等の窓口での医療保険資格の確認

手続きが省略されること等が期待されている。

　また、高額療養費等の給付手続きに必要な所得区分の確認等、当共済組合への事務手続きに

係る添付書類の省略が可能となった。
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４　組合員及び被扶養者に係る個人番号の収集について

　平成２８年１月から社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が始まり、公立学校共済組合に

おいても法令に基づき、短期給付（医療保険）等の事務を行う際に、組合員及び被扶養者の個人番

号を収集・利用することができることとされている。

（１）個人番号の収集方法（当支部から提供依頼がない方について個人番号報告書は提出不要。）

　新たに組合員及び被扶養者になられた方の個人番号は、①地方公共団体情報システム機構（以下

「J-LIS」という。）から基本４情報（氏名、生年月日、性別、住所）を用いて収集又は②県費負

担職員（個人番号を県へ提供している者に限る。）は県から収集する。

　なお、住所情報の不一致等で、J-LIS又は県から個人情報を収集できない場合は、当支部から各

所属所長あてに提供依頼を行い、③組合員及び被扶養者から収集する。

＜ 個人番号報告書提出方法の留意点 ＞

　①　取得

　　　個人番号の提供を受ける際には、対面により「番号確認書類」及び「身元確認書類（雇

　　用関係にある等により、本人であることが明らかな場合は省略可。）を提示させて「本人

　　確認」を行う。なお、被扶養者の個人番号の提供を受ける際は、組合員本人が本人確認を

　　行うため、書類の提示は不要。

　※　番号確認書類　(対面により確認の場合は、次のいずれか1つの書類を提示でよい。)

　 (1)個人番号カード(裏面写し) (2)個人番号が記載された住民票の写し

　ア　組合員から郵送により個人番号の提供を受ける際は、所属所の事務取扱担当者宛て郵送

　　することとし、他者の目に触れないようにすること。

　イ　組合員等から個人番号の変更の申し出があった場合は、再度「個人番号報告書」を配付

　　し収集すること。

　ウ　組合員から個人番号の提供が受けられない場合は、法令で定められた義務であることを

　　説明し、提供を求めること。それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた年月日、

　　経緯、方法及び内容等を記録し、所属で保管すること。（任意様式）

　　なお、支部より提供を求めた記録の写しの提出を求めることがある。

　②　保管・廃棄

　ア　個人番号をその内容に含む個人情報（以下「特定個人情報」という。）が記載されてい

　　る書類は、支部へ書類提出までの間、施錠できるキャビネット・書庫等に保管すること。

　イ　支部への書類提出後は、特定個人情報を内容に含む書類の写しを保管しないこと。

　ウ　組合員から提出された「個人番号報告書」等を取得保存、廃棄又は提出した場合は、県

　　及び各市町村教育委員会が規定する取扱記録簿に記載し、適切に管理すること。

　③　提出

　ア　「個人番号報告書」は、公立学校共済組合沖縄支部資格担当宛に親展で提出することと

　　別封筒とすること。必ずしも別送する必要はない。

　イ　「個人番号報告書」を支部へ郵送の際は、追跡可能な移送手段の利用等が望ましい。

（２）情報連携について

　平成３０年7月から短期給付（医療保険）に係る事務において、個人番号を利用した情報連

携が始まった。地方公共団体や他の医療保険者は、当共済組合の組合員や被扶養者の資格情報

や一部の給付情報等を照会できることとなり、地方公共団体等の窓口での医療保険資格の確認

手続きが省略されること等が期待されている。

　また、高額療養費等の給付手続きに必要な所得区分の確認等、当共済組合への事務手続きに

係る添付書類の省略が可能となった。

当支部における情報連携の利用方法

　下記、一覧掲載の様式を使用する申告又は請求手続きにおいて情報連携の利用に係る必要事

項（下記一覧の備考参照）を記入し、所得証明書の添付省略を希望する場合のみ別途、同意

書（P179）を添付すること。

　【留意事項】

・情報連携の対象は当支部の組合員及び認定対象者（新規除く）のみ。

・照会結果を得るまでに通常の処理期間に加えて1週間程度の時間を要する。

・情報連携を行っても十分な内容確認ができない場合は、紙媒体での書類提出を求める。

＜　省略可能書類一覧　＞

請求書
（Ｐ141）

請求書
（Ｐ183）

   ：情報連携で省略可能な書類。

・70歳未満の「低所得者」並び
に70歳以上の「低所得者Ⅰ」
及び「低所得者Ⅱ」の判定、
70歳以上組合員現役並所得
（3割負担）の判定は、同意書
のみ
（同意書選択欄：上から1つ目、
　 5つ目）

・所得証明書
（市町村民税課税証明書）

様式

ハローワークで手続済の内容
のみ情報連携可能。

・同意書必須
（同意書選択欄：上から2つ目）

・所得証明書（市町村民税課
税証明書

・自己負担額証明書

高額介護合算療養費支給申請書兼自
己負担額証明書交付申請書（Ｐ191-
192）

　様式に就職先の保険者名を記入。
・新しい就職先の健康保険証
の写し

・所得証明書
（市町村民税課税証明書）

・様式へ従前加入していた
保険者名記入必須

・出産育児一時金等の受給権
放棄が確認できる書類（出
産育児一時金（出産費）受
給権放棄申出書等）

傷病手当金（同附加金）
請求書（Ｐ152-153）

・公的年金の年金額改定通知
書又は年金額決定通知書の
写し

-

省略可能な添付書類
（組合員、新規除く認定対象者のみ）

出産費（同附加金）
家族出産費（同附加金）

　同意書必須
 （同意書選択欄：上から3つ目）

・所得証明書
（市町村民税課税証明書）

備考

・様式に事実発生日時点の居住市
町村名記入必須

・被扶養者に係る年金生活者
支援給付金額等を示す書類

限度額適用・標準負担額減額認定
申請書（Ｐ137）

・所得証明書
（市町村民税課税証明書）

・同意書必須
（同意書選択欄：上から8つ目）

・住民票の写し
記載事項等変更申告書（Ｐ131-
132）

-

・同意書必須
（食事療養費の
　 同意書選択欄：上から6つ目）
 （生活療養費の
　 同意書選択欄：上から7つ目）

入院時食事療養費等差額
入院時生活療養費等差額

・雇用保険受給資格者証

・公的年金の年金額改定通知
書又は年金額決定通知書の
写し

高額療養費（外来年間合算）支給申
請書兼自己負担額証明書交付申請書
（Ｐ193-194）

・自己負担額証明書 -

・特別障害給付金額等を示す
書類

　様式に年金支給機関名を記入。

被扶養者申告書（Ｐ121-122）
認定申告・取消申告

・住民票の写し
　様式に事実発生日時点の居住市
　町村名を記入。

被扶養者申告書（Ｐ121-122）
取消申告

情
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　Ⅲ　被　扶　養　者

１　被扶養者の要件

　　被扶養者とは、次の（１）、（２）及び（３）に掲げる要件に該当する者でなければならない。

（法第２条第１項第２項施行令第３条）

（１）身分関係

　　組合員との身分関係が下図の範囲にあること。

　　　　　 ③ 曾祖父母 3 曾祖父母

② 祖父母 2 祖父母

③ 伯叔父母 ① 父　母 1 父　母 3 伯叔父母 配偶者 ③ 　父　母 ※

② 兄姉弟妹 配偶者 組合員 配偶者 ②  事実上の配偶者 組合員

③ 甥　姪 ① 子 1 子 配偶者 ① 3　　甥　姪 配偶者 ③ 子 ※

② 孫 2 孫 配偶者 ② ※事実上の配偶者の死亡後

　における父母・子で、

③ 曾　孫 3 曾　孫 配偶者 ③ 　組合員と同一世帯に属す

　るものを含む。

○ 　　血族　１～３：血族親等 　　○ （網かけ部分）は、同一世帯要件のない者。

○ 　　姻族　①～③：姻族親等 　　○組合員、健康保険・船員保険の被保険者は、被扶養者として取り扱わない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（運用方針法第２条関係）

※ 75歳以上の後期高齢被保険者または65歳以上75歳未満で障害認定を受け、後期高齢者医療制度へ

加入している方は認定対象外。

（２）生計維持関係

　　主として組合員の収入により生計を維持すること。

　　次に掲げる者は、該当しないこととされている。 （運用方針法 第２条関係）

　①　その者について、当該組合員以外の者が一般職給与法第11条第１項の規定に相当する給

　　与条例の規定による扶養手当又はこれに相当する手当を地方公共団体、国その他から受け

　　ている者

　②　組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上、その組合員が

　　主たる扶養者でない者

　③　年額130万円（次のいずれかに該当する場合は、年額180万）以上の所得がある者

　　・　公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者。

　　・　60歳以上の者。

2 兄弟姉妹
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（３）国内居住要件

　　日本国内に住民票があること。ただし、住民票が国内にあっても、明らかに日本での

　居住実態がないことが判明した場合は国内居住要件を満たさないものとする。

　　日本国内に住民票がなくても次に掲げる者は、例外的に国内居住要件に該当する。

　①　外国において留学をする学生

　②　外国に赴任する組合員に同行する者

　③　観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

　④　組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、②と

　　同等と認められるもの

　⑤　①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活

　　の基礎があると認められる者

２　留意事項

（１）所得に関する基本的事項

　　　所得は、所得税法上の所得ではなく、被扶養者として認定しようとする者の年間にお

　　ける恒常的な収入の総額（支給総額）である。 （S43．8．12　公官総62）

　　給与所得（アルバイト、パート等を含む）、事業所得（営業、農業等）、不動産

　所得（家賃、地代等）、公的年金（遺族年金、障害年金を含む）、恩給、雇用保険、

　傷病手当金等が含まれる。

　　　①　不動産売却や退職金等の一時的な所得は恒常的な所得とはいえない。

　　　②　生命保険契約等に基づく個人年金及び貯蓄型の個人年金は、運用方針に定

　　　　める「所得」に該当する。

　　　③　雇用保険の基本手当の日額が認定基準日額3,612円（130万円÷360日）を上

　　　　回った場合は、基本手当の給付日数に拘わらず、被扶養者として認定できない。
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（２）夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について（R3.4.30　保保発0430号第2号）

１　夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。

　(1)　被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入（過去の収入、

　　現時点の収入、将来の収入等から今後１年間の収入を見込んだものとする。以下同

　　じ。）が多い方の被扶養者とする。

　(2)　夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の１割以内である場合は、被扶

　　養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者

　　とする。

　(3)　夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者

　　とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当（以下「扶養手当等」という。）

　　の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し

　　支えない。

　　　なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として

　　認定しないことはできない。

　(4)　被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。

　　　当該通知には、認定しなかった理由（年間収入の見込み額等）、加入者の標準報

　　酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。

　　　被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。

　(5)　(4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険

　　者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑

　　義がある場合には、届出を受理した日より５日以内（書類不備の是正を求める期間

　　及び土日祝日を除く。）に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの

　　者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。

　　　この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出さ

　　れた日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。

　　　標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持す

　　る者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が

　　覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。

　(6)　夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。

２　夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。

　(1)　被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者につい

　　ては直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計

　　を維持する者とする。

　(2)　被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該

　　通知には、認定しなかった理由（年間収入の見込み額等）、届出日及び決定日を記

　　載することが望ましい。

　　　被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。

　(3)　被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場

　　合には、届出を受理した日より５日以内（書類不備の是正を求める期間及び土日祝

　　日を除く。）に、不認定に係る通知を発出した被用者保険の保険者等と協議する。
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　　　この協議が整わない場合には、直近の課税（非課税）証明書の所得金額が多い方

　を主として生計を維持する者とする。

３　主として生計を維持する者が健康保険法（大正11年法律第70号）第４３条の２

　に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観

　点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。

　　ただし、新たに誕生した子については、改めて上記１又は２の認定手続きを行

　うこととする。

４　年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被

　保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。

【被扶養者不認定結果通知書】

（２）夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について（R3.4.30　保保発0430号第2号）

１　夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。

　(1)　被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入（過去の収入、

　　現時点の収入、将来の収入等から今後１年間の収入を見込んだものとする。以下同

　　じ。）が多い方の被扶養者とする。

　(2)　夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の１割以内である場合は、被扶

　　養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者

　　とする。

　(3)　夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者

　　とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当（以下「扶養手当等」という。）

　　の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し

　　支えない。

　　　なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として

　　認定しないことはできない。

　(4)　被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。

　　　当該通知には、認定しなかった理由（年間収入の見込み額等）、加入者の標準報

　　酬月額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。

　　　被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。

　(5)　(4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険

　　者等は、当該通知に基づいて届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑

　　義がある場合には、届出を受理した日より５日以内（書類不備の是正を求める期間

　　及び土日祝日を除く。）に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの

　　者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。

　　　この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出さ

　　れた日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。

　　　標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持す

　　る者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が

　　覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決定を改める。

　(6)　夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。

２　夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。

　(1)　被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者につい

　　ては直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計

　　を維持する者とする。

　(2)　被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該

　　通知には、認定しなかった理由（年間収入の見込み額等）、届出日及び決定日を記

　　載することが望ましい。

　　　被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。

　(3)　被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場

　　合には、届出を受理した日より５日以内（書類不備の是正を求める期間及び土日祝

　　日を除く。）に、不認定に係る通知を発出した被用者保険の保険者等と協議する。
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（３）別居している父母等を被扶養者として認定する場合の取扱いについて

　　　被扶養者として認定を受けようとする者（以下「認定対象者」という。）の収入額（年

　　金等認定対象者自身の収入並びに組合員及び当該組合員以外の者の送金等による収入の合

　　計金額をいう。）に占める組合員の送金額の割合が、３分の１以上であること。

　　　なお、組合員が当該組合員以外の者と共同して認定対象者を扶養している場合は、組

　　合員の送金額が当該組合員以外の者の負担額のいずれかも上回っていること。

（Ｈ14．6．12　公本保190の19）

（４）短期間雇用者等の取扱い

　①　雇用が短期間（３月以下の期間）の者の取扱い

　　　雇用期間が短期間（３月以下の期間）であることが当初から明らかであるアルバイト

　　等は、月収108,334円 （130万円÷12月） 以上であっても、130万円を超えるまでの間

　　は認定できる。

　　※公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有す

　　　る者又は60歳以上の者は認定基準月額15万円、認定基準年額180万円。

　②　月額所得が変動する者の取扱い

　　　月額所得が変動する場合において、認定基準月額を上回らないことが恒常的と見込ま

　　れるとき、一時的に基準月額を上回っても、基準年額を超えるまでの間は認定できる。

　Ｑ１　組合員の子が大学を卒業し、４月10日から非常勤講師として学校に勤務して

　　　いたことが明らかとなった。

　　　　各月の収入は次のとおりであるが、被扶養者として引き続き認定できるか。

　　　　遡って取り消すとしたらいつの時点で取り消すのか。

　　　　（非常勤講師の契約期間は１年間であり、時間給で契約しており、給料は当

　　　　　月の25日に支払われる。）

４月 113,592円

５月 122,498円

６月 142,143円

７月  87,881円

　Ａ１　４月、５月、６月の３か月連続で、認定基準月額である108,334円を超えた収

　    入を得ているので、年額130万円を超える見込みがたったとして、６月の給与支

  　　給日の翌日である６月26日をもって取り消しになる。

　　    なお、再認定については、恒常的に認定基準月額を超えない実績（本例題の場

　　　合は３か月連続で認定基準月額108,334円を超えないこと）が必要となる。

　Ｑ２　通勤手当は、所得に含めて扱ってよいか。

　Ａ２　通勤手当は所得に含める。
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（５）認定日等の取扱い

　①　被扶養者申告書の届出を受けた日（所属所長が当該申告書を受理した日）が扶養事実

　　の生じた日から30日以内であるときは、扶養事実の生じた日が認定日となる。

    （例）子が5/1に生まれた場合

　      　　　6/5

認定日 6/5

３　国民年金第３号被保険者に係る届出事務

（１）届出の共済組合経由等

　　　一般組合員の被扶養配偶者である第3号被保険者に関する届出（P195-196、202)は、当支部

　　を経由して、年金機構へ届出することとされている。

　　　また、短期組合員の被扶養配偶者である第3号被保険者に関する届出は、厚生年金の適用事

　　業所を経由して、年金機構へ届出することとなるが、様式下部の「医療保険者記入欄」につ

　　いては当支部が記入する必要がある。

　　　この届出を怠ると将来の年金受給額が少なくなってしまうおそれがあるため、届出事由が

　　発生した際は、速やかに手続を行うこと。

年金の被保険者の分類等

（２）届出の範囲

　　　　 5/1 6/5

　　 出生 所属所受理日

空白期間が生じる

被保険者区分 加 入 者 等 年金の種類

第１号被保険者   20歳以上60歳未満の農業従事者・自営業・学生等 国 民 年 金

第２号被保険者   公務員・会社員等サラリーマン 厚 生 年 金

第３号被保険者   第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満 国 民 年 金

種別確認
　既に第３号となっている被扶養者がいる組合員が、資格取得又は他
　の共済組合から転入したとき

海外特例要件
該当

　既に第３号となっている被扶養配偶者が、海外特例要件に該当した
　とき
　※被扶養配偶者の住民票除票（コピー可）を添付

届 出 範 囲 届 出 事 由

資格取得 　被扶養配偶者が20歳になったとき

種別変更
　婚姻、離職、海外居住の方が海外特例要件の該当等により被扶養者
　　となったとき

海外特例要件
非該当

　既に第３号となっている海外特例要件に該当する被扶養配偶者が国
　内に転居したとき
　※被扶養配偶者の住民票抄本または住民票謄本（コピー可）添付

住所変更
　住民票上の住所とは別の居所に、日本年金機構からの通知等の郵送
　　を希望するとき

非該当
　離婚、収入超過(就職先で厚生年金加入の場合を除く)、海外居住の
　　方が海外特例要件の非該当により被扶養者に該当しなくなったとき

30 日以上経過
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（３）届出の流れ

【一般組合員】

【短期組合員】

　※短期組合員の国民年金第３号被保険者に係る届出事務は厚生年金の適用事業所が行いますが、この場合

　　においても様式下部の「医療保険者記入欄」については当支部が記入する必要があるため、当支部に様

　　式を提出してください。

　　なお、その際には必ず様式上部の「提出者情報欄」に厚生年金の適用事業所に係る内容を記入してくだ

　　さい。当支部が必要事項を記入のうえ、「提出者情報欄」記載の事業所に送付します。

一般組合
所属機関の長

又は所属所長
当支部 日本年金機構

厚生年金の

適用事業所
一般組合

所属機関の長

又は所属所長
当支部 日本年金機構
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　　組合員は、地方公務員等共済組合法第55条に基づき、遅滞なく被扶養者認定・取消申告

　書および証明書類を所属機関の長又は所属所長を経て支部長に提出しなければならない。

　　なお、組合員が資格取得事由「95　種別変更」又は「99　再任用等に伴う番号変更」に

　より資格取得する場合において、被扶養者の認定区分に変更がない場合は被扶養者申告書

　の提出は不要。

被扶養者の認定事務の方法については、「普通認定」と「特別認定」の２つになる。

（１）普通認定（給与条例上の扶養親族として認定されている者。）

（２）特別認定（給与条例上の扶養親族として認定されていない者。）

:組合員及び認定対象（新規除く）のみ

該
当
す
る
場
合 【組合員の配偶者(20歳以上60歳未満)を扶養の場合】

（き）国民年金第３号被保険者関係届 P195-196、記入例 P197～201
 　　 ※認定区分の切替（特別認定→普通認定）の場合は提出不要。

【認定対象者が配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の場合】
（か）認定対象者の属する世帯の住民票謄本
　　 （個人番号記載なし。続柄記載必須。コピー不可。）

必
須

（あ）被扶養者申告書 P121-122 ･･･ 様式内の｢事務担当者証明印｣を押印のこと

（あ）被扶養者申告書 P121-122　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

該
当
す
る
場
合

　　　※組合員以外の扶養義務者が公立学校共済組合の組合員又は被扶養者である場合は収入
　　　　比較不要のため省略可。（下記（け）から（そ）についても省略可。）

【給与収入等があったが退職し現在は給与収入がない場合】
（け）退職を明らかにする書類 ※2

（う）戸籍謄本
    　※法改正のため戸籍の改正が行われており、内容が省略されている場合は、最新の戸籍
        謄本と併せて改正原戸籍(改正前の古い戸籍）も添付。

（い）扶養手当認定簿、扶養親族届（所属所受付済）又は扶養手当支給証明書の写し
　　　※ 他共済からの転入者は上記書類に代わり前組合の被扶養者証の写し又は資格喪失
　　　　 証明書でも可。

（え）認定対象者の所得証明書 ･･･ 中学生以下で所得がない者は省略可　 　（同意書必須）

提 出 書 類

（い）扶養事実申立書 P123

（う）認定対象者の住民票抄本又は住民票謄本（いずれもコピー不可）

必
須

【組合員以外に扶養義務者がいる場合】

（く）組合員及び組合員以外の扶養義務者の所得証明書　  　　　　（同意書必須）

【認定対象者が配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の場合】
（お）認定対象者の住民票抄本又は住民票謄本
　　 （個人番号記載なし。いずれもコピー不可。）

Ⅳ　被扶養者の認定・継続認定・取消に関する書類

１ 被扶養者認定について

【重度心身障害者を扶養の場合】
（お）戸籍（抄本又は謄本）及び住民票謄本

【海外居住者又は国内に住民票がない場合】
（か）国内に生活基礎があることを証明する書類　※４

提 出 書 類

【認定事由が「退職」等の場合】
（え）前保険者発行(国保及び当支部除く)の資格喪失証明書

（き）扶養に関する協議書 P124 ･･･ 　※1
　 　（協議日は事実発生年月日とすること。）

情

情

情
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※1

※2 退職を明らかにする書類について

受ける　→雇用保険受給資格者証の写し（ハローワーク発行）

（ケース３）公務員が退職した場合→退職辞令の写し

※3 年金（公的年金　　、企業年金、生命保険契約に基づく個人年金及び積立年金、沖教済年金）

を受給している(する)場合に必要。　情報連携で取得可能な年金情報は公的年金のみ。

所得証明書に記載のない年金収入（障害年金、遺族年金、新規決定の年金（決定時期による))

について提出を失念しないよう注意。

(例)沖教済の年金について

　① 年金タイプで受け取り　→　収入に含める。

　② 一時金として受け取り　→　収入に含めない。

提 出 書 類

【給与収入がある場合】
（こ）給与支払証明書 P126
　　　※組合員及び扶養義務者は、所得証明書記載内容と現状に大幅な変更がない場合提出不要。

【組合員と認定対象者（子･配偶者除く）が別居の場合】
（た）送金証明書 P127

【普通認定から特別認定へ切替の場合】
（つ）扶養手当認定簿の写し･･･扶養手当が自動喪失になる者（22歳到達、再任用者）は除く
　　　※扶養手当喪失の事実発生年月日又は認定継続が確認できるもの

【組合員の配偶者(20歳以上60歳未満)を扶養の場合】
（て）国民年金第３号被保険者関係届 P195-196、記入例 P197～201
 　　 ※認定区分の切替（普通認定→特別認定）の場合は提出不要。

【海外居住者又は国内に住民票がない場合】
（ち）国内に生活基礎があることを証明する書類 ※4

【株等（不動産を除く）の譲渡収入があり、確定申告により所得税を納めている場合】
（す）株式に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

【年金収入がある場合】
（し）年金額を明らかにする書類
　　（最新の年金額が確認できる年金証書や年金改定通知書等の写し） ※3

【事業所得又は不動産所得等がある場合】
（さ）確定申告書及び収支内訳書 （税務署の受付日又は電子申告受付日が確認できるもの）

【株等（不動産を除く）の譲渡収入があり、特定口座による源泉徴収により所得税を納めている場合】
（せ）特定口座年間取引報告書(年初に各証券会社等から発行されたもの)

（ケース１）雇用保険に加入していない→退職証明書兼雇用保険未加入証明書（P125）

義父母

組合員以外の扶養義務者となる主な人

【傷病手当金を受給している場合】
（そ）傷病手当金の受給額が確認できる書類

認定対象者の父母、認定対象者の養父母、子の配偶者

無

認定対象者の配偶者、組合員の配偶者

認定対象者の配偶者、認定対象者の子

該
当
す
る
場
合

認定対象者の父母、認定対象者の兄弟姉妹、認定対象者の配偶者

認定対象者

兄弟姉妹

父母

子

配偶者

受けない→雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し（ハローワーク発行）

（ケース２）雇用保険に加入しており、雇用保険法による失業給付を

情

情

情
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※4

査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し

　※①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の

　　基礎があると認められる者については個別に判断する。外国語の書類については翻訳者

　　の署名必須。　 

（３）継続認定

　認定区分が変更となる場合は被扶養者申告書の提出が必要となる。

　　ア 普通認定から特別認定へ切り替え

　普通認定の被扶養者について、扶養手当喪失となったが健康保険の被扶養者として継続認定

　したい場合。（健康保険の被扶養者要件を満たしている必要がある。）

【例】・再任用フルタイム１年目の組合員で扶養手当喪失となった場合

・満22歳の年度末を迎え扶養手当喪失となった場合

　P67「(2）特別認定」の提出書類。

　  イ 特別認定から普通認定へ切り替え

　特別認定の被扶養者について、扶養手当が認定された場合。

　P67「（1）普通認定」の提出書類。

※認定区分（普通／特別）の切替を行う際、事実発生年月日は扶養手当の取消又は認定の事実発生年

　月日とすること。

※被扶養配偶者について認定区分の変更がある場合、国民年金第3号被保険者関係届の再提出は不要。

　ただし、認定区分変更前より未提出の場合は、速やかに手続きを行うこと。

提 出 書 類

提 出 書 類

①外国において留学をする学生

査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア
の参加同意書等の写し

例外該当事由

査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居
住証明書等の写し

出生や婚姻等を証明する書類等の写し
④組合員が外国に赴任している間に当該組合
員との身分関係が生じた者であって、②と同
等と認められるもの

添付書類

②外国に赴任する組合員に同行する者

③観光、保養又はボランティア活動その他就
労以外の目的で一時的に海外に渡航する者



－ 70－

認定対象者が、以下の要件に該当する場合は、次に掲げる書類を提出すること。

　なお、取消日以後に給付（診療等）を受けているときは、当組合負担分の給付相当額や医療費を

　返還しなければならないので、手続きを遅滞なく行うこと。

1 （か）事業主の就職証明書又は健康保険証の写し　　　　　　　　　　

【就業当初より月額108,334円以上の収入を得たとき(予測含む)】

（き）雇用契約書の写し、労働条件通知等

【就業中に3か月連続で月額108,334円以上の収入を得たとき】

（く）給与支払証明書 P126

【日額3,612円以上の雇用保険を受給したとき】

（け）雇用保険受給資格者証第1、3面の写し（ハローワーク発行）

（こ）確定申告書及び収支内訳書の写し

（さ）年金証書、年金額改定通知書等　　　　　　　　　　　　　　　

（し）年間の取引結果がわかる書類

3 （す）戸籍謄本の写し、婚姻受理証明書の写し等 婚姻日

4 （せ）戸籍謄本の写し 離婚の届出日の翌日

5 （そ）死亡届又は埋火葬許可証の写し（市町村発行） 死亡日の翌日

就職日

⑤

⑥

就職

通知受領日

事由

婚姻

死亡

離婚

提 出 (返 却) す る も の

（あ）被扶養者申告書 P121-122

（い）組合員被扶養者証・・・紛失等で返却不能の場合は「紛失届」Ｐ130
　　　　　　　　　　　　　 （限度額適用認定証、高齢受給者証等も同様）

【組合員の配偶者(20歳以上60歳未満)の取消の場合】
（お）国民年金第3号被保険者関係届 P195-196
　　　 ※ 取消事由が、離婚、収入超過（厚生年金加入を除く）のとき等

【普通認定の場合】
（う）扶養手当認定簿又は扶養親族届の写し
　※退職時に扶養手当が自動喪失となり、その後の任用・採用時に扶養手当を申請しない場合は、
　　扶養手当認定簿の添付は不要です。被扶養者申告書（取消申告）の認定区分欄「1普通」、扶
　　養手当受給欄「無」を選択し、新所属機関又は新所属所の事務担当者が扶養手当の申請がない
　　ことを確認のうえで、事務担当者証明印を押印してください。

確定申告日又は特定口
座年間取引報告書の受
領日

２ 被扶養者取消について

必
須

【特別認定の場合】
（え）取消に関する申立書 P128

取 消 日添 付 書 類

【株等の譲渡収入（譲渡価額‐取得価額）と他の所得の合計所得
  額が年間130万円以上と判明したとき】

【年金の決定・改定等により年金収入と他の所得の合計所得額が
　130万円以上と判明したとき】

税務署の受付日
又は電子申告受付日

該
当
す
る
場
合

【確定申告により事業収入等と他の所得の合計所得額が130万円
  以上と判明したとき】

　（公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する
　　程度の障害を有する者又は60歳以上の者は180万円以上）

認定(支給)期間の初日

2
収入
超過

①

②

③

④

３か月目 給与支給日の
翌日

就業日

　（公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する
　　程度の障害を有する者又は60歳以上の者は月額15万円以上）

情

情

情
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【同居要件のある親族（配偶者の父母等）が組合員と別居したとき】

（た）住民票の写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

※ 75歳到達により後期高齢者被保険者となったときは、75歳の誕生日当日で取消となる。

３ 事業所得等に関する認定基準一覧表

○ ○ ○

○ × ○

○ × ×

× ○ ×

× × ×

○ × ×

× × ○

× ○ ○

○ △ ○

○ ○

△ ○

○ ○

△ ○

× ○

× ○

○ ○

○ ×

× ○

△ ○

△

×

・ 売上原価の中で、「仕入金額」のみ控除可能。

・ 給料賃金、地代家賃、小作料・賃借料は、同一生計、生計維持関係者は控除不可。

・ 旅費交通費、広告宣伝費、雑費は内容により判断。

国外居住

別居

事由

6

該当しなくなった日

事業所得 不動産所得

7

該
当
す
る
場
合

【国内居住要件の例外に該当しなくなったとき】

（ち）該当しなくなったことが確認できる書類

農業所得

別居した日

給料賃金

添 付 書 類

売上原価 給料賃金 雇入費

･･･ 被扶養者申告、添付書類等は不要。証返却のみ。

（65歳以上75歳未満で寝たきり等の障害認定を受け、後期高齢者医療制度へ加入する場合は、加入日）

取 消 日

外注工賃

減価償却費

貸倒金

地代家賃

利子割引料

租税公課

荷造運賃

水道光熱費

旅費交通費

通信費

広告宣伝費

接待交際費

損害保険料

修繕費

消耗品費

福利厚生費

雑費

減価償却費

貸倒金

地代家賃

借入金利子

租税公課

損害保険料

修繕費

雑費

小作料・賃借料

減価償却費

貸倒金

利子割引料

租税公課

種苗費

素畜費

肥料費

飼育費

農具費

農薬衛生費

諸材料費

雑費

農産物以外の棚卸高

修繕費

動力光熱費

作業用衣料費

農業共済掛金

荷造運賃手数料

土地改良費

情
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４ その他

（１）記載事項変更

　ア　対象

（ア）住所変更（住民票上の住所に変更があった場合）

（イ）氏名変更等

（ウ）指定口座変更

　イ　提出書類 ：情報連携で省略可能な書類。

① 記載事項等変更申告書 P131

◆ 国内から国内、国外から国内の住所変更

② 住民票抄本または住民票謄本（いずれもコピー可）

　（転入年月日が記載されているもの）

【20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が、住民票上の住所

　とは別の居所に年金機構からの通知を希望する場合】

③ 国民年金第３号被保険者住所変更届P202

【海外特例に該当していた20歳以上60歳未満の被扶養配

　偶者が帰国した場合】

④ 国民年金第３号被保険者関係届Ｐ195

◆ 国内から国外への住所変更

⑤ 住民票除票（コピー可）

　（国外転出年月日が記載されているもの）

⑥ 海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し

【20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が海外特例に該当

　する場合】

⑦ 国民年金第３号被保険者関係届Ｐ195

⑧ 国民年金第３号被保険者住所変更届P202

⑨ 住民票除票（コピー可）

　（国外転出年月日が記載されているもの）

④ 組合員被扶養者証等の返却

⑤ 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票謄本又は住民票抄本

　（いずれもコピー可）

（２）組合員被扶養者証等の再交付申請

　ア　対象

組合員被扶養者証等の紛失又は損傷により再交付が必要なとき。

　イ　提出書類

①再交付申請書 P129

②組合員被扶養者証等の返却

事 由

全対象者
　　右記①に加え、下記のうち
　　該当する書類を提出。

（ア）住所変更

（イ）氏名変更等

提 出 (返 却) す る も の

必
須

該
当
す
る
場
合

事 由

再
交
付

全対象者

損傷による再交付の場合

提 出 (返 却) す る も の

情

情

情
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（３）組合員被扶養者証等の紛失

　ア　対象

資格喪失時又は証の有効期限が切れた時に、紛失により組合員被扶養者証等を返却出

来ないとき。

　イ　提出書類

①紛失届 P130

５ 被扶養者の認定状況の確認（検認）

　地方公務員等共済組合法施行規程第97条第１項の規定に基づき、被扶養者の認定状況の

確認（検認）を毎年7月1日を基準日とし、実施する。

 なお、検認を受けていない組合員被扶養者証等は、地方公務員等共済組合法施行規程

第97条第4項の規定により、無効とする。

　検認は、被扶養者を有する組合員全員を対象とする。　

　ただし、以下の場合については検認の対象外となる。

　① 当該年度の４月１日以降新たに認定を受けた被扶養者

　② 同居要件を要しない普通認定の被扶養者

※ 別居者を扶養している場合、生計維持の確認のため「送金の事実が確認できる書類」

が必要となる。必ず、当該年度4月～6月までの3回分の銀行の振り込み明細や現金書留の

控え、ATMのご利用明細等の証明を保管しておくこと。（認定対象者が組合員の子と配偶

者の場合は除く）現金手渡し等は一切認めない。

事 由 提 出 す る も の

紛
失

全対象者
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　　Ⅴ　組合員証等

１　組合員証

（１）組合員証の交付

　　　組合員の資格を取得した者は、組合員申告書を所属機関の長又は所属所長を経て支部

　　長に提出し、組合員証の交付を受ける。

（２）組合員証の記載事項の訂正

　　　組合員は、その氏名に変更があったときは、遅滞なく組合員証を添え、記載事項等変

　　更申告書を所属機関の長又は所属所長を経て支部長に提出する。

（３）組合員証の再交付

　　ア　組合員は、組合員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく組合員証を添

　　　え（亡失の場合を除く。）、再交付申請書を所属機関の長又は所属所長を経て支部長

　　　に提出する。

　　イ　組合員は、組合員証の再交付を受けた後において、亡失した組合員証を発見したと

　　　きは、遅滞なく、これを所属機関の長又は所属所長を経て支部長に返納しなければな

　　　らない。

（４）組合員証の返納

　　ア　組合員は、その資格を喪失したとき、死亡したときは、遅滞なく組合員証を添え、

　　　組合員異動報告書（喪失用）を所属機関の長又は所属所長を経て支部長に提出する。

　　イ　組合員が後期高齢者医療の被保険者等となったときは、遅滞なく組合員証を所属

　　　機関の長又は所属所長を経て支部長に返納しなければならない。

２　組合員被扶養者証

（１）組合員被扶養者証の交付

　　　組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養

　　者の要件を備える者が生じた場合等には、被扶養者申告書を所属機関の長又は所属所長

　　を経て支部長に提出し、組合員被扶養者証の交付を受ける。

（２）組合員被扶養者証の記載事項の訂正等

　　　組合員は、被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく組合員被扶養者証を添え、

　　記載事項等変更申告書を所属機関の長又は所属所長を経て支部長に提出する

　　　なお、組合員被扶養者証の再交付に関する手続きの取扱いは、組合員証の場合と同様

　　である。

（３）組合員被扶養者証の返納

　　　被扶養者がその要件を欠くに至った場合には、被扶養者申告書に組合員被扶養者証を

　　添え、遅滞なく所属機関の長又は所属所長を経て支部長に提出する。ただし、後期高齢

　　者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至った場合は、被扶養者申告

　　書の提出は不要である（組合員被扶養者証のみ返却）。
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３　高齢受給者証

（１）高齢受給者証の交付

　　　70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する組合員又は被扶養者は、

　　高齢受給者証の交付を受ける。その場合の発行年月日欄には70歳に達する日の属する

　　月の翌月の初日を記載することとし、有効期限欄には75歳に至った日（75歳の誕生日

　　の前日）を記載する。

　（任意継続組合員の場合は、任意継続組合員の資格喪失日の前日か75歳の誕生日の前日

 　のいずれか早く到来する日）

（２）高齢受給者証の記載事項の訂正等

　　　高齢受給者証の記載事項の訂正、再交付の取扱いは、組合員証の場合と同様である。

（３）高齢受給者証の返納

　　イ　高齢受給者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞

　　　なく、高齢受給者証を返納しなければならない。

　　①組合員の資格を喪失したとき

　　②継続長期組合員の資格を取得したとき

　　③被扶養者の要件を欠くに至ったとき

　　④高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき

　　⑤組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となったとき

　　⑥高齢受給者証の有効期限に至ったとき

　　ロ　高齢受給者証の交付を受けている組合員が、その資格を喪失したとき等の高齢受給

　　　者証の返納に関する手続きは、組合員証の場合と同様である。

４　限度額適用認定証

（１）限度額適用認定証の交付

　　イ　70歳に達する日の属する月以前に療養を受けようとする者で、高額療養費の支払の

　　　特例（いわゆる現物給付化）の適用を受けるために組合の認定を受けようとする者

　　　（その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）は、限度額適用認定申

　　　請書を所属機関の長又は所属所長を経て支部長に提出する。

　　ロ　支部長は、提出された申請書類に基づき認定を行ったときは、限度額適用認定証を

　　　作成し、有効期限を定め、所属機関の長又は所属所長を経て組合員に交付する。

（２）限度額適用認定証の記載事項の訂正等

　　　限度額適用認定証の記載事項の訂正、再交付及び支部の異動に関する手続き並びに検

　　認、更新及び整理簿の取扱いは、組合員証の場合と同様である。

（３）限度額適用認定証の返納

　　イ　認定を受けた者（その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）は、

　　　次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく限度額適用認定証を返納しなけれ

　　　ばならない。

　　①組合員の資格を喪失したとき

　　②継続長期組合員の資格を取得したとき
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　　イ．組合が療養の給付等をすることが困難であると認めたときであり、次に掲げる場合　　③被扶養者の要件を欠くに至ったとき

　　　等が該当する。　　④当該認定を受けた者が施行令第23条の３の４第１項第１号、第２号、第３号

　 　又は第４号に該当しなくなったとき

　　（ロ）伝染病院等に収容され、食費、薬価を徴収された場合　　⑤組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となったとき

　　（ハ）治療上必要なコルセット等の支給を受けた場合　　⑥限度額適用認定証の有効期限に至ったとき

５　限度額適用・標準負担額減額認定証

（１）限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

　　イ　市町村民税非課税者又は生活保護法の規定による要保護者である組合員又はその被

　　　扶養者であって、その入院療養等についての高額療養費に係る自己負担限度額の特例

　　　の適用を受けるために組合の認定を受けようとする者（その者が被扶養者であるとき

　　　は、その者を扶養する組合員）は、限度額適用・標準負担額減額認定申請書に施行令

　　　第23条の３の４第１項第５号又は第３項第３号若しくは第４号に該当することを証す

　　　る書類を添えて所属機関の長又は所属所長を経て支部長に提出する。

　　ロ　支部長は、提出された申請書類に基づき認定を行ったときは、限度額適用・標準負

　　　担額減額認定証を作成し、有効期限を定め、所属機関の長又は所属所長を経て組合員

　　　に交付する。

（２）限度額適用・標準負担額減額認定証の記載事項の訂正等

　　　限度額適用・標準負担額減額認定証の記載事項の訂正、再交付及び支部の異動に関す

　　る手続並びに検認、更新及び整理簿の取扱いは、組合員証の場合と同様である。

（３）限度額適用・標準負担額減額認定証の返納

　　　認定を受けた者（その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）は、次

　　の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく限度額適用・標準負担額減額認定証を返

　　納しなければならない。

　①組合員の資格を喪失したとき

　②継続長期組合員の資格を取得したとき

　　イ．組合が療養の給付等をすることが困難であると認めたときであり、次に掲げる場合　③被扶養者の要件を欠くに至ったとき

　　　等が該当する。　④当該認定を受けた者が施行令第23条の３の４第１項第５号又は第３項第３号若し

　 くは第４号に該当しなくなったとき

　　（ロ）伝染病院等に収容され、食費、薬価を徴収された場合　⑤組合員又は当該認定を受けた者が後期高齢者医療の被保険者等となったとき

　　（ハ）治療上必要なコルセット等の支給を受けた場合　⑥限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限に至ったとき

６　特定疾病療養受療証

（１）特定疾病療養受療証の交付

　　イ　特定疾病（慢性腎不全等をいう。）に係る療養を受けている者で、高額療養費に係

　　　る自己負担限度額の特例の適用を受けるために組合の認定を受けようとする者（その

　　　者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）は、特定疾病療養認定申請書

　　　に特定疾病にかかっていることを証明する医師の意見等を添えて所属機関の長又は所

　　　属所長を経て支部長に提出する。

　　ロ　支部長は、提出された申請書類に基づき認定を行ったときは、特定疾病療養受療証

　　　を作成し、所属機関の長又は所属所長を経て組合員に交付する。
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（２）特定疾病療養受療証の記載事項の訂正等

　　　特定疾病療養受療証の記載事項の訂正、再交付の取扱いは、組合員証の場合と同様で

　　ある。

（３）特定疾病療養受療証の返納

　　　特定疾病療養受療証の交付を受けている組合員が、その資格を喪失したとき等の特定

　　疾病療養受療証の返納に関する手続きは、組合員証の場合と同様である。

７　任意継続組合員証等

（１）任意継続組合員証の交付

　　　任意継続組合員となることを希望する者は、任意継続組合員申出書を所属機関の長又

　　は所属所長を経て支部長に提出し、任意継続組合員証の交付を受ける。この場合におい

　　て、その者に被扶養者があるときは、同時に任意継続組合員被扶養者証の交付を受ける。

（２）任意継続組合員証の記載事項の訂正等

　　　任意継続組合員証の記載事項の訂正、再交付及び返納に関する手続きの取扱いは、組

　　合員証の場合と同様である。

８　船員組合員証等

（１）船員組合員証等の交付

　　　船員組合員の資格を取得した者は、船員組合員資格取得届書を所属機関の長又は所属

　　所長を経て支部長に提出し、船員組合員証の交付を受ける。この場合において、その者

　　に被扶養者があるときは、船員被扶養者証の交付を受ける。

（２）船員組合員証等の記載事項の訂正等

　　　船員組合員証等の記載事項の訂正、再交付、返納に関する手続きの取扱いは、組合員

　　証の場合と同様である。
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療養に要する費用の100分の70（※１）

入院時食事 保険医療機関等から食事療養を受けた場合

療　養　費 基準額から食事療養標準負担額を控除した額

入院時生活 長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合

療　養　費 基準額から生活療養標準負担額を控除した額

保険外併用 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合

療　養　費 療養に要する費用の100分の70（※１）

訪問看護 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合

療 養 費 療養に要する費用の100分の70（※１）

高額療養費

　※限度額適用認定申請書（様式P134）

一部負担金 療養の給付等を受けた場合に自己負担額が25,000円を超えるとき

払　戻　金 （標準報酬月額530,000円以上は、50,000円）

やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等

療　養　費 療養に要する費用の100分の70（※１）

（様式P164からP178）

療養に要する費用の100分の70（※１）

家族療養費

・保険医療機関等から食事療養を受けた場合（入院時食事療養費）

・長期療養入院する65歳以上の被扶養者が生活療養を受けた場合

                                        （入院時生活療養費）

・保険医療機関等から先進医療等を受けた場合（保険外併用療養費）

・やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等（療養費）

（様式P164からP178）

   Ⅵ　短期給付種類別一覧表

対象 種類 給　付　の　主　な　内　容

公務によらない病気、負傷について①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手
術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看
護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その看護を受けた場合

療養の給付

被扶養者が、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居
宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所へ
の入院及びその療養に伴う世話その看護を受けた場合

病
気
・
け
が

被
扶
養
者

組

合

員

組合員若しくはその被扶養者の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬月額に
応じた各組合員の自己負担限度額を超える場合

７０才未満の者の入院（通院）に係る高額療養費は、事前に申請することにより、窓口での支払
いを自己負担限度額にとどめる。

なお、次の療養を受けた場合も、（　）に記載した組合員の給付に相当する額を家族
療養費として支給。

被扶養者が訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合

療養に要する費用の100分の70（※１）

療養の給付等を受けたときに保険適用分の自己負担額が25,000円を超えるとき

(標準報酬月額530,000円以上は、50,000円)

療養の給付を受けるため、病院又は診療所に移送された場合

組合が相当と認めた額

（様式P180からP182）

被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送された場合

組合が相当と認めた額

（様式P180からP182）

（高額療養費や附加給付等の支給額は控除する）

（様式P191からP192）

組合員が出産したとき（死産、妊娠85日以上の流産についても対象）
出産費 双生児以上はその産児ごとに支給

（同附加金） 488,000円（ただし、産科医療保障制度に加入の場合500,000円）及び同附加金50,000円

（様式P141からP142）

被扶養者が出産したとき（死産、妊娠85日以上の流産についても対象）
家族出産費 双生児以上はその産児ごとに支給
（同附加金） 488,000円（ただし、産科医療保障制度に加入の場合500,000円）及び同附加金50,000円

（様式P141からP142）

組合員が公務によらないで死亡したとき
その死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対して支給

埋葬料 50,000円及び同附加金25,000円
（同附加金）

（様式P143）

家族埋葬料 被扶養者が死亡したとき
（同附加金） 50,000円及び同附加金25,000円

（様式P143）

非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき
損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5月～３月分

（様式P145からP150）

世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額に
なったときは、一定の限度額を超える額が支給。

組
合
員

（被扶養者以外の実埋葬者が請求する場合は、50,000円の範囲内で埋葬に要した費用
　の相当額を埋葬料として支給し、当該費用が50,000円を超える場合に限り、同附加
　金25,000円を支給する）

家族移送費

高額介護
合算療養
費

病
気
・
け
が

被
扶
養
者

被
扶
養
者

災害見舞金
災
害

組
合
員

給　付　の　主　な　内　容

組
合
員

種類対象

家族訪問
看護療養
費

被
扶
養
者

家族療養
費附加金

家族訪問
看護療養
費附加金

移送費

出
産

死
亡

組
合
員

被
扶
養
者

組
合
員
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被扶養者が訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合

療養に要する費用の100分の70（※１）

療養の給付等を受けたときに保険適用分の自己負担額が25,000円を超えるとき

(標準報酬月額530,000円以上は、50,000円)

療養の給付を受けるため、病院又は診療所に移送された場合

組合が相当と認めた額

（様式P180からP182）

被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送された場合

組合が相当と認めた額

（様式P180からP182）

（高額療養費や附加給付等の支給額は控除する）

（様式P191からP192）

組合員が出産したとき（死産、妊娠85日以上の流産についても対象）
出産費 双生児以上はその産児ごとに支給

（同附加金） 488,000円（ただし、産科医療保障制度に加入の場合500,000円）及び同附加金50,000円

（様式P141からP142）

被扶養者が出産したとき（死産、妊娠85日以上の流産についても対象）
家族出産費 双生児以上はその産児ごとに支給
（同附加金） 488,000円（ただし、産科医療保障制度に加入の場合500,000円）及び同附加金50,000円

（様式P141からP142）

組合員が公務によらないで死亡したとき
その死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対して支給

埋葬料 50,000円及び同附加金25,000円
（同附加金）

（様式P143）

家族埋葬料 被扶養者が死亡したとき
（同附加金） 50,000円及び同附加金25,000円

（様式P143）

非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき
損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5月～３月分

（様式P145からP150）

世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額に
なったときは、一定の限度額を超える額が支給。

組
合
員

（被扶養者以外の実埋葬者が請求する場合は、50,000円の範囲内で埋葬に要した費用
　の相当額を埋葬料として支給し、当該費用が50,000円を超える場合に限り、同附加
　金25,000円を支給する）

家族移送費

高額介護
合算療養
費

病
気
・
け
が

被
扶
養
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被
扶
養
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災
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家族訪問
看護療養
費
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費附加金
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看護療養
費附加金
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合
員
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組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額×１

（様式P151）

被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額×100分の70

（様式P151）

傷病手当金
（同附加金） （傷病手当金は、１年６月を限度。結核性の病気については３年　同附加金６月）

１日につき標準報酬日額×３分の２

（様式P152からP154）

組合員が出産のため報酬の全部又は一部が支給されない場合

１日につき標準報酬日額×３分の２

（様式P154からP156）

所定の期間１日につき標準報酬日額×100分の50

（様式P155からP157）

育児休業
手 当 金

給付上限額は雇用保険法に規定する賃金日額により変更される
１日につき標準報酬日額×100分の67（休業期間が180日に達するまでの間）
１日につき標準報酬日額×100分の50

（様式P158からP159）

介護休業
手 当 金 給付上限額は雇用保険法に規定する賃金日額により変更される

１日につき標準報酬日額×100分の67

（様式P161からP163）

※１　70歳以上75歳未満の者（高齢受給者）については、100分の80（一定以上所得者（※２）100分の70）、義務
　　教育就学前の子については、100分の80

※２　一定以上の所得者・・・標準報酬月額が基準額（280,000円）以上かつ年収が一定額（高齢者複数世帯
　           　　           5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円）以上の者

組
合
員

組
合
員

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業により報酬の全部又は一
部が支給されない場合、支給期間通算66日の範囲内

組合員が組合員の３歳に満たない子を養育するため育児休業を取得して報酬の全部又
は一部が支給されない場合は、その子が１歳（１歳に達した日後の期間について総務
省令に該当する場合１歳６か月（１歳６か月に達した日後の期間について総務省令に
該当する場合２歳。）。）に達するまでの期間支給。

公務によらない病気又は負傷により療養のため引き続き勤務に服することができない
ときに報酬の全部又は一部が支給されない場合は、その勤務に服することができなく
なった日以後３日を経過した日から支給。

被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤
し、報酬の全部又は一部が支給されない場合

休業手当金

休
業

対象 種類 給　付　の　主　な　内　容

出産手当金
出産の日以前42日（ただし、多胎妊娠にあっては98日）から出産の日後56日までの間
において勤務に服することができなかった期間

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合<パパ・ママ育休プラス＞の育
児休業手当金の支給可能な期間は子が１歳２か月に達するまでの期間が１年（総務省
令に該当する場合１年６月（さらに総務省令に該当する場合２年））を超えるときは
１年。

被
扶
養
者

弔慰金

災
害

家族弔慰金
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（２）支給額

　　①出産費・家族出産費

  488,000円（産科医療補償制度対象の出産は、500,000円）

　　②出産費附加金・家族出産費附加金

  50,000円

　※双生児以上を出産した場合には、その産児ごとに１回の出産があったものとして出産費

　（同附加金） ・家族出産費（同附加金）が支給される。

【産科医療補償制度】

　産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償を行うとと

もに、脳性麻痺の原因分析を行い、再発防止に繋げるための機能を持った制度のこと。

　産科医療補償制度に加入している医療機関等にはシンボルマークが掲示され、対象になる

妊婦には「登録証」が交付される。

　産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、医療機関等から、「産科医

療補償制度の対象分娩です。」の文言や証明印が押印された領収書又は請求書が発行される

ので、その写しを共済組合に提出する。

（３）請求手続き

　出産を予定している医療機関等が、直接支払制度か受取代理制度のどちらを導入している

のかを事前に確認して下さい。または両制度を利用しないで自己負担し、現金給付として請

求する方法の３通りの支給方法がある。

なお、出産費附加金・家族出産費附加金は、直接支払制度を利用して医療機関等で窓口負

担がない場合でも、支給要件に該当するので必ず請求すること。
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直接支払制度を活用する場合

①医療機関等へ組合員証(組合員被扶養者証)を提示

②医療機関等は、「直接支払制度活用の意思確認」後、組合員等と合意文書を締結。

③分娩。

④退院。【分娩費用が50万円（産科医療補償制度未加入の分娩の場合は48万8千円）を

　　　　 超えた場合は、その超える額を医療機関等に支払う。】

⑤医療機関等は支払機関等を通じ、分娩費用の額を当共済組合に請求。

⑥組合員は、支部様式第20号「出産費請求書」により当共済組合に出産費等を請求。

⑦当共済組合は分娩費用の額が50万円（産科医療補償制度未加入の分娩の場合は48万8

　千円）未満の場合、その差額と附加給付5万円の合計額を組合員に給付すると同時に

　医療機関等からの請求額を支払う。

現金給付

①退院時に、自己負担により分娩費用を医療機関に支払う。

②当支部あて、支部様式第20号「出産費請求書」により当支部に出産費等を請求。

③当支部より、出産費50万円と附加金5万円を給付。

組 合 員 医 療 機 関 組 合 員 所 属 所 沖 縄 支 部 組 合 員

決定通知

③　出産費（家族出産費）・同附加金

の給付

①　出産・分娩行為・分娩費の支

払い

②　出産費（家族出産費）・同附加金

の請求

②　代 　理  　契 　約

所　　　属　　　所

③　分　　　　　　　娩

公 立 共 済 沖 縄 支 部

医　療　機　関　等

①　入院・組合員証提示

⑤　分 娩 費 請 求

④　退　　　　　　　院

組　　　合　　　員

⑦　分 娩 費 支 払

　　⑥　出 産 費

　　　　同附加金

　　　　　請 求

支払機関等（支払基金・国保連）

⑦ 決 定 通 知

⑥ 出産費 ・ 同附加金 請 求
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受取代理制度を活用する場合

①医療機関等へ組合員証(組合員被扶養者証)を提示

②当共済組合に【出産育児一時金等支給申請書（受取代理用）】を所属所長の証明

　を受けて提出。（出産予定日まで2か月以内）

③医療機関等へ受取代理受付通知。

④分娩。

⑤退院。【分娩費用が55万円（産科医療補償制度未加入の分娩の場合は53万8千円）を

　　　　 超えた場合は、その超える額を医療機関等に支払うこととなります。】

⑥医療機関等は分娩費用の額を当共済組合に請求。

⑦当共済組合より、医療機関等へ支払う。（分娩費用の額が55万円(産科医療補償制度

　未加入の分娩の場合は53万8千円)未満の場合、差額を組合員に給付。

14　埋葬料・家族埋葬料（同附加金）

（１）支給要件

　組合員が公務によらないで死亡した場合又は組合員の被扶養者が死亡した場合、その埋葬

に必要となる費用を填補するために支給する。

　死亡とは、自然死のほか、法定死亡及び失踪宣告も含まれる。また、死亡の原因が自殺の

場合であっても、埋葬料は故意に給付事由を生じさせた組合員自身ではなく埋葬を行う者に

対して支給するものであるから、給付制限は行わない。

（２）受給権者

　組合員の死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行うものであるが、これらの者がいない

場合には、実際に埋葬を行った者である。

　組合員の死亡時被扶養者であった者で埋葬を行うものとは、被扶養者であった者で社会通

念上埋葬を行うべき者とみられるものをいうが、被扶養者でない配偶者が喪主となって葬儀

を行った場合において被扶養者である子がいるときは、その子に埋葬料を支給することとな

る。

①　入院・組合員証提示

組　　　合　　　員
④　分　　　　　　　娩

医　療　機　関　等

②出産育児一時金等支給

申請書（受取代理用）

公 立 共 済 沖 縄 支 部 所　　　属　　　所

⑤　退　　　　　　　院

⑦ 決 定 通 知

②出産育児一時金等支給申請書（受取代理用）

③
受
取
代
理
通
知

⑥
分
娩
費
用
請
求

⑦
分

娩
費

用
支

払
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19　介護休業手当金

（１）支給要件

　組合員が介護休業をした場合に支給する。

　介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付

の支給を受けることができるときは、支給しないこととされている。

　この場合の介護休業とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律第61条第６項において準用する同条第３項に規定する要介護家族その他主務省令

で定める者を介護するための休業であって、任命権者又はその委任を受けた者の承認を受け

たものである。

＜要介護家族その他主務省令で定める者＞

①次のいずれかに該当する者であって、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により

日常生活を営むのに支障があるもの

　ア　配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次のエにおいて同じ。）

　イ　父母

　ウ　子

　エ　配偶者の父母

　オ　祖父母

　カ　孫

　キ　兄弟姉妹

②組合員と同居し、かつ、次のいずれかに該当する者であって負傷、疾病又は身体上若しく

は精神上の障害により日常生活を営むのに支障があるもの。（その他主務省令）

　ア　父母の配偶者

　イ　配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次のエにおい

　　て同じ。）の父母の配偶者

　ウ　子の配偶者

　エ　配偶者の子

（２）支給期間

　介護休業手当金の支給期間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごと

に、介護休業の日数を通算して66日を越えない範囲である。なお、「介護休業の日数を通算

して66日」とは「介護休業により勤務に服さなかった日数を通算して66日」であるため、時

間の多寡によらず勤務に服することを要した日は通算しない。

（３）支給額

　標準報酬日額×67/100（円位未満切捨て）

　※給付上限額は、雇用保険法に規定する賃金日額により変更される。

（４）報酬との調整

　介護休業手当金の支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合、給付日額と勤務しな

かった期間に支払われた報酬との比較により、介護休業手当金の調整を行う。

　なお、介護休暇により勤務しなかった期間がある場合の給与額等については、勤務時間１

時間当たりの給与額から当該勤務しなかった期間の時間数を乗じて得た額を減額することと
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　○掛金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　①退職時の標準報酬月額

　　　　②全組合員の平均標準報酬月額（令和５年度：410,000円）

　　【令和５年度掛金率】　短期：93.2／1,000　　介護：16.00／1,000

　○納付方法

　　１年分前納・半年分前納・毎月納付から選択する。１年分前納、半年分前納

　　の場合は割引適用有り。

　○納付期限

　　初めての払込み　 　：　退職の日から起算して20日を経過する日まで
　　2回目以降の払込み　：　継続しようとする月の前月末日まで

　○前納掛金の還付

　　掛金を前納していた者が、当該年度の途中で資格を喪失する場合は、未経　

　　過期間分の掛金を還付する。

　○提出書類

　　・任意継続組合員申出書（Ｐ133）

　　・任意継続組合員申出時の被扶養者取消確認書（Ｐ134）　※1

　　※１　在職中から認定されている被扶養者については、任意継続加入後も被扶養

　　　者の要件を満たしている場合、引き続き被扶養者として認定されますが、就職

　　　や扶養者の変更等により、被扶養者の要件を満たさない場合は、取消確認書に

　　　継続認定しない被扶養者の氏名を記入し、取消の手続きをお願いします。

　○任意継続組合員証等の交付

　　所属所より任意継続組合員申出書を受理後、「掛金決定通知書」と「振込

　　依頼書」を自宅あて送付します。

　　掛金の納付が確認でき次第、組合員証を送付します。

　○任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき。

　○死亡したとき。

　○任意継続掛金を期日までに払い込まなかったとき。

　◎共済組合の組合員又は健康保険の被保険者となったとき。

　◎後期高齢者医療の被保険者となったとき。

　○任意継続組合員でなくなることを共済組合へ申し出た場合において、申し

　　出が受理された月の末日が到来したとき。

　　　　　　　　　　　　　　（○その翌日から、◎その日から喪失）

３ 注意点等

　○任意継続組合員制度は、健康保険制度への加入です。退職後、60歳未満の方は、居住地の市

　町村で国民年金の加入手続きを行ってください。（被扶養配偶者も同様）

　○任意継続組合員に加入後、年度途中での脱退は可能ですが、再加入はできません。

任意継続
掛金

加入手続き

資格喪失

①または②のうちいずれか低い方の額 掛金率×



－ 113 －

　○掛金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　①退職時の標準報酬月額

　　　　②全組合員の平均標準報酬月額（令和５年度：410,000円）

　　【令和５年度掛金率】　短期：93.2／1,000　　介護：16.00／1,000

　○納付方法

　　１年分前納・半年分前納・毎月納付から選択する。１年分前納、半年分前納

　　の場合は割引適用有り。

　○納付期限

　　初めての払込み　 　：　退職の日から起算して20日を経過する日まで
　　2回目以降の払込み　：　継続しようとする月の前月末日まで

　○前納掛金の還付

　　掛金を前納していた者が、当該年度の途中で資格を喪失する場合は、未経　

　　過期間分の掛金を還付する。

　○提出書類

　　・任意継続組合員申出書（Ｐ133）

　　・任意継続組合員申出時の被扶養者取消確認書（Ｐ134）　※1

　　※１　在職中から認定されている被扶養者については、任意継続加入後も被扶養

　　　者の要件を満たしている場合、引き続き被扶養者として認定されますが、就職

　　　や扶養者の変更等により、被扶養者の要件を満たさない場合は、取消確認書に

　　　継続認定しない被扶養者の氏名を記入し、取消の手続きをお願いします。

　○任意継続組合員証等の交付

　　所属所より任意継続組合員申出書を受理後、「掛金決定通知書」と「振込

　　依頼書」を自宅あて送付します。

　　掛金の納付が確認でき次第、組合員証を送付します。

　○任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき。

　○死亡したとき。

　○任意継続掛金を期日までに払い込まなかったとき。

　◎共済組合の組合員又は健康保険の被保険者となったとき。

　◎後期高齢者医療の被保険者となったとき。

　○任意継続組合員でなくなることを共済組合へ申し出た場合において、申し

　　出が受理された月の末日が到来したとき。

　　　　　　　　　　　　　　（○その翌日から、◎その日から喪失）

３ 注意点等

　○任意継続組合員制度は、健康保険制度への加入です。退職後、60歳未満の方は、居住地の市

　町村で国民年金の加入手続きを行ってください。（被扶養配偶者も同様）

　○任意継続組合員に加入後、年度途中での脱退は可能ですが、再加入はできません。

任意継続
掛金

加入手続き

資格喪失

①または②のうちいずれか低い方の額 掛金率×
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